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12月定例会 
12月定例会ではこんなことが決まりました 
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今
、
医
療
を
取
巻
く 

地
域
の
格
差
を
は
じ
め 

医
師
・
看
護
師
の
不
足 

が
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。 

そ
の
背
景
に
は
、
医
師 

派
遣
機
能
の
低
下
や
勤 

務
医
の
過
酷
な
労
働
実 

態
、
さ
ら
に
は
女
性
医 

師
に
対
す
る
仕
事
と
子 

育
て
と
の
両
立
支
援
な 

ど
、
複
合
的
な
要
因
が
絡
み
あ
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ

ば
、
地
域
医
療
の
崩
壊
や
医
療
の

質
の
低
下
を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
医
師
不
足
に
つ
い
て
は
、

医
師
が
た
く
さ
ん
集
ま
る
拠
点
病

院
か
ら
地
方
の
医
師
不
足
地
域
に

一
定
期
間
、
国
の
責
任
の
も
と
で

医
師
を
派
遣
す
る
新
た
な
シ
ス
テ

ム
が
必
要
と
考
え
ま
す
。 

◆
一
方
、
「
過
酷
な
勤
務
」
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
産
科
・
小
児
科
医

の
勤
務
医
に
つ
い
て
は
、
診
療
報

酬
や
医
療
事
務
補
助
員
の
配
置
な

ど
の
待
遇
改
善
が
必
要
で
す
。
ま

た
女
性
医
師
が
働
き
や
す
い
環
境

整
備
と
し
て
、
院
内
の
保
育
所
の

設
置
や
退
職
後
の
再
就
職
支
援
の

た
め
の
女
性
医
師
バ
ン
ク
の
充
実

の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

◆
十
二
月
議
会
で
は
、
医
療
現
場

の
実
態
を
通
し
て ｢

医
師
・
看
護

師
等
の
大
幅
な
増
員
を
求
め
る
意

見
書
」
が
提
出
さ
れ
、
満
場
一
致

で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
安

心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
制
度

改
革
に
な
る
よ
う
要
望
を
し
て
ま

い
り
ま
す
。 

◆
平
成
十
九
年
は
、
記
念
す
べ
き

町
制
六
十
周
年
の
節
目
を
迎
え
、

さ
ら
に
将
来
の
町
行
政
を
展
望
し
、

住
民
の
声
を
政
策
に
反
映
す
る
よ

う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

◆
い
つ
も
、
議
会
だ
よ
り
に
目
を

通
し
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
後
も
住
民
の
皆
様

に
お
応
え
で
き
る
議
会
だ
よ
り
と

な
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

（
飯
�
委
員
長
記
） 

 

町の花・さざんか



　小城町長は行財政改革の取り組みの中で、受益と負担

の適正化を図る観点から、保育料及び入園料について平

成２０年から保育料を６，１００円に改定し、新たに入園料５，０

００円を徴収するための改正を行おうとしています。

　しかし、行財政改革の基本は支出を見直す事であり、箱

物行政を止めずに総合福祉会館に１４億円、更に今度は４

億６，０００万円の文化財活用センター建設を計画するなど、

どこが行財政改革、なぜ箱物行政のつけを住民に押し付

けるのかという憤りを感じます。

　また、前回の保育園の保育料の値上げに続く今回の値

上げは、若い夫婦の負担増となり、町の次世代育成支援行

動計画の際のアンケートで、幼稚園・保育園の保育料が負

担となっているというアンケート結果からも、町の少子化

対策に逆行するもので、現在既に定数割れの斑鳩幼稚園

の現状を見れば、新たな負担増は町立幼稚園の新たな定

数割れを起すだけです。

　多額な支出を見直さずに、焼け石に水のような値上げ

をするのではなく、まず莫大な公金を使う公共下水道工

事等の高い落札率を下げる等、本気で町の行財政改革を

行うよう要望し、反対意見といたします。

斑鳩町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について

道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書

【反　対　意　見】　西　谷　議　員

【反　対　意　見】　木　澤　議　員

　道路特定財源は、１９５３年に国道・県道が「改良された

ものは約３０％しかなかった」「舗装率は簡易なものを含

め改良済み延長の１５％にすぎない」というときに、整備が

急務だとしてつくられたものです。しかし、その状況は大

きく変わり、現在、国道・県道の舗装率は９６％を超えており、

この制度をこのまま続ける理由がなくなっています。

　政府・与党が決定した道路特定財源の「見直し」案では、

ガソリンに課税する揮発油税などに適用している暫定税

率を１０年間延長し、１０年間の道路整備費として５９兆円を

上げています。このように道路特定財源は「道路にしか使

えない非常に硬直した仕組み」になっており、さらにはそ

の必要性が以前ほど認められなくなっているのに、暫定

税率の延長予算を使い切ることや不要不急の道路建設

にも使われているというのが実態だと考えます。

　道路特定財源は暫定税率を延長し、硬直化するのでは

なく、本来の趣旨にそって一般財源化し、社会保障費や教

育費なども含め、地方自治体の裁量で自由に使えるよう

にし、その中から生活道路の整備についても費用を捻出

していくべきだと考えます。

　平成９年に当時の総務常任委員会は、町立幼稚園保育

料改定に関して、審査結果を全委員の総意として委員会

集約を表明されました。それは、保育料改正の基本的な

考え方は、地方交付税単位費用に近づける手法に合理性

がある、というものです。

　単位費用とは国が定めた基準額の事。

　保育料は６，１００円、入園料は１１，０００円となっており、国

は町が保護者からこの金額を徴収しているものとして、６，

１００円×園児数＋１１，０００円×入園児数の合計金額が、交

付金から差し引かれて支給されるため、この金額を徴収

しなければ町の負担となります。斑鳩町は園児１人につき

年間５０万円の税金を使っています。この料金改定によっ

て広く斑鳩町全ての納税者の負担は軽減されます。

　町は平成２０年度より保育時間の拡大を予定し、保護者

の要望にも応えている事、保育料が８年間も据え置かれ

ていた事等を考え、月額４００円増の６，１００円の保育料並び

に近隣７市町村の平均入園料に相当する５，０００円の入園

料設定は妥当であると理解します。

　なお、今回の保育料改定が、現在就園中の園児の保育

料にまで波及する事の是非については、一議員としてさ

らに調査研究してまいります。

【賛　成　意　見】　嶋　田　議　員

【賛　成　意　見】　紀　議　員

　奈良県の道路整備は遅れている中、安全性の向上や環

境の改善、地域観光交通のネットワークの充実を目的とし

た京奈和自動車道の重要な道路整備が、住民理解を得な

がら慎重に進められています。今後も、県全体の経済活性

化のため道路網の早期整備が必要不可欠であると考えま

す。そのためには、道路整備のための財源が必要であり

ます。

　当町においても、第３次総合計画で、都市計画道路等の

幹線道路やその他の町道による道路網整備の推進を図っ

ていくこととしており、法隆寺線や法隆寺駅周辺整備事業

など、道路特定財源を財源とする国庫補助を受けて実施

されています。また、国の直轄である「いかるがパークウェ

イ」についても、事業の進捗を図られているところであり

ます。道路整備が大きく遅れております当町においては、

これからも道路網の整備は急を要する重要課題であると

認識しております。しかし、一方厳しい財政事情にある当

町にあっては、一般財源の充当には限界があり、その財源

の維持と確保を危惧するものであります。このようなこと

から、道路整備のための安定的な財源確保に関する意見

書に賛同します。

　
平
成
十
九
年
第
五
回
定
例
議
会

は
、
十
二
月
三
日
か
ら
十
二
月
十

九
日
ま
で
の
十
七
日
間
の
会
期
で

開
か
れ
、
斑
鳩
町
立
幼
稚
園
保
育

料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
な
ど
十
六
議
案
を
原
案
の
と

お
り
可
決
・
承
認
し
ま
し
た
。 

　
そ
の
他
、
人
事
案
件
三
件
に
つ

い
て
、
適
任
と
答
申
・
同
意
し
、

報
告
事
案
二
件
に
つ
い
て
、
報
告

を
受
け
ま
し
た
。 

　
な
お
、
四
件
の
陳
情
、
一
件
の

要
請
が
あ
り
、
最
終
日
に
は
、
委

員
会
発
議
に
よ
る
意
見
書
三
件
、

条
例
改
正
等
二
件
、
議
員
発
議
に

よ
る
意
見
書
一
件
が
追
加
上
程
さ

れ
、
い
ず
れ
も
可
決
さ
れ
、
意
見

書
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
に
送

付
し
ま
し
た
。 

　 
  

斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

斑鳩町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について

平成１９年度斑鳩町一般会計補正予算（第１０号）について

平成１９年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について

平成１９年度斑鳩町老人保健特別会計補正予算（第２号）について

平成１９年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

平成１９年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について

平成１９年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）について

町長専決処分について承認を求めることについて（損害賠償の額の決定に

ついて）

町長専決処分について承認を求めることについて（平成１９年度斑鳩町一般

会計補正予算（第８号）について）

奈良県市町村会館管理組合の解散について

奈良県市町村会館管理組合の解散に伴う財産処分について

奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散について

奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に伴う財産処分について

奈良県市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更、規約の変更及

び組合を組織する地方公共団体の数の増加について

斑鳩町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等について

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その１）

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その２）

斑鳩町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求めることについて

意見書採択のお礼と、奈良県知事に向けた新たな意見書採択を求める陳情

書について

安全な医療と看護・介護の実現、地域医療拡充をはかるため、医師・看護師

等の大幅な増員を求める陳情書について

公共下水道についての陳情書について

保険でよい歯科医療の実現を求める意見書採択を求める陳情について

介護事業等の担い手確保のため、「社会福祉事業に従事する者の確保を図

るための措置に関する基本的な指針」（基本指針）の確実な実施を求める意

見書採択のお願いについて

奈良県で働く医師・看護師を具体的に増やすための施策の実施を求める意

見書について

医師・看護師等の大幅な増員を求める意見書について

介護事業等の担い手確保のため、「社会福祉事業に従事する者の確保を図

るための措置に関する基本的な指針」（基本指針）の確実な実施を求める意

見書について

道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書について

斑鳩町議会委員会条例の一部を改正する条例について

斑鳩町議会会議規則の一部を改正する規則について

議会の委任による町長専決処分の報告について（損害賠償の額の決定について）

議会の委任による町長専決処分の報告について（平成１９年度斑鳩町一般会

計補正予算（第９号）について）

３月３１日の任期満了に伴い、
西尾雅央氏、應矢志図香氏の
推薦について、適任であると
の意見を答申しました。

１２月２１日をもって任期満了と
なる宮崎莊平氏を引き続き選
任することに同意しました。

3ページに賛否の討論

3ページに賛否の討論

14～15ページに関連記事

13ページに関連記事

12ページに関連記事

案　　　件 結　果

予
　
　
　
　
　
算

条 

例

そ
の
他

人
事

発
　
　
議

報
　
告

陳
情
・
要
請

満場一致で可決

満場一致で可決

満場一致で可決

満場一致で同意

満場一致で承認

満場一致で
適任と答申

満場一致で可決

採 択

採 択

不 採 択

報 告

満場一致で可決

委員長報告どおり

賛成多数で可決

賛成多数で可決
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　小城町長は行財政改革の取り組みの中で、受益と負担

の適正化を図る観点から、保育料及び入園料について平

成２０年から保育料を６，１００円に改定し、新たに入園料５，０

００円を徴収するための改正を行おうとしています。

　しかし、行財政改革の基本は支出を見直す事であり、箱

物行政を止めずに総合福祉会館に１４億円、更に今度は４

億６，０００万円の文化財活用センター建設を計画するなど、

どこが行財政改革、なぜ箱物行政のつけを住民に押し付

けるのかという憤りを感じます。

　また、前回の保育園の保育料の値上げに続く今回の値

上げは、若い夫婦の負担増となり、町の次世代育成支援行

動計画の際のアンケートで、幼稚園・保育園の保育料が負

担となっているというアンケート結果からも、町の少子化

対策に逆行するもので、現在既に定数割れの斑鳩幼稚園

の現状を見れば、新たな負担増は町立幼稚園の新たな定

数割れを起すだけです。

　多額な支出を見直さずに、焼け石に水のような値上げ

をするのではなく、まず莫大な公金を使う公共下水道工

事等の高い落札率を下げる等、本気で町の行財政改革を

行うよう要望し、反対意見といたします。

斑鳩町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について

道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書

【反　対　意　見】　西　谷　議　員

【反　対　意　見】　木　澤　議　員

　道路特定財源は、１９５３年に国道・県道が「改良された

ものは約３０％しかなかった」「舗装率は簡易なものを含

め改良済み延長の１５％にすぎない」というときに、整備が

急務だとしてつくられたものです。しかし、その状況は大

きく変わり、現在、国道・県道の舗装率は９６％を超えており、

この制度をこのまま続ける理由がなくなっています。

　政府・与党が決定した道路特定財源の「見直し」案では、

ガソリンに課税する揮発油税などに適用している暫定税

率を１０年間延長し、１０年間の道路整備費として５９兆円を

上げています。このように道路特定財源は「道路にしか使

えない非常に硬直した仕組み」になっており、さらにはそ

の必要性が以前ほど認められなくなっているのに、暫定

税率の延長予算を使い切ることや不要不急の道路建設

にも使われているというのが実態だと考えます。

　道路特定財源は暫定税率を延長し、硬直化するのでは

なく、本来の趣旨にそって一般財源化し、社会保障費や教

育費なども含め、地方自治体の裁量で自由に使えるよう

にし、その中から生活道路の整備についても費用を捻出

していくべきだと考えます。

　平成９年に当時の総務常任委員会は、町立幼稚園保育

料改定に関して、審査結果を全委員の総意として委員会

集約を表明されました。それは、保育料改正の基本的な

考え方は、地方交付税単位費用に近づける手法に合理性

がある、というものです。

　単位費用とは国が定めた基準額の事。

　保育料は６，１００円、入園料は１１，０００円となっており、国

は町が保護者からこの金額を徴収しているものとして、６，

１００円×園児数＋１１，０００円×入園児数の合計金額が、交

付金から差し引かれて支給されるため、この金額を徴収

しなければ町の負担となります。斑鳩町は園児１人につき

年間５０万円の税金を使っています。この料金改定によっ

て広く斑鳩町全ての納税者の負担は軽減されます。

　町は平成２０年度より保育時間の拡大を予定し、保護者

の要望にも応えている事、保育料が８年間も据え置かれ

ていた事等を考え、月額４００円増の６，１００円の保育料並び

に近隣７市町村の平均入園料に相当する５，０００円の入園

料設定は妥当であると理解します。

　なお、今回の保育料改定が、現在就園中の園児の保育

料にまで波及する事の是非については、一議員としてさ

らに調査研究してまいります。

【賛　成　意　見】　嶋　田　議　員

【賛　成　意　見】　紀　議　員

　奈良県の道路整備は遅れている中、安全性の向上や環

境の改善、地域観光交通のネットワークの充実を目的とし

た京奈和自動車道の重要な道路整備が、住民理解を得な

がら慎重に進められています。今後も、県全体の経済活性

化のため道路網の早期整備が必要不可欠であると考えま

す。そのためには、道路整備のための財源が必要であり

ます。

　当町においても、第３次総合計画で、都市計画道路等の

幹線道路やその他の町道による道路網整備の推進を図っ

ていくこととしており、法隆寺線や法隆寺駅周辺整備事業

など、道路特定財源を財源とする国庫補助を受けて実施

されています。また、国の直轄である「いかるがパークウェ

イ」についても、事業の進捗を図られているところであり

ます。道路整備が大きく遅れております当町においては、

これからも道路網の整備は急を要する重要課題であると

認識しております。しかし、一方厳しい財政事情にある当

町にあっては、一般財源の充当には限界があり、その財源

の維持と確保を危惧するものであります。このようなこと

から、道路整備のための安定的な財源確保に関する意見

書に賛同します。

　
平
成
十
九
年
第
五
回
定
例
議
会

は
、
十
二
月
三
日
か
ら
十
二
月
十

九
日
ま
で
の
十
七
日
間
の
会
期
で

開
か
れ
、
斑
鳩
町
立
幼
稚
園
保
育

料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
な
ど
十
六
議
案
を
原
案
の
と

お
り
可
決
・
承
認
し
ま
し
た
。 

　
そ
の
他
、
人
事
案
件
三
件
に
つ

い
て
、
適
任
と
答
申
・
同
意
し
、

報
告
事
案
二
件
に
つ
い
て
、
報
告

を
受
け
ま
し
た
。 

　
な
お
、
四
件
の
陳
情
、
一
件
の

要
請
が
あ
り
、
最
終
日
に
は
、
委

員
会
発
議
に
よ
る
意
見
書
三
件
、

条
例
改
正
等
二
件
、
議
員
発
議
に

よ
る
意
見
書
一
件
が
追
加
上
程
さ

れ
、
い
ず
れ
も
可
決
さ
れ
、
意
見

書
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
に
送

付
し
ま
し
た
。 

　 
  

斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

斑鳩町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について

平成１９年度斑鳩町一般会計補正予算（第１０号）について

平成１９年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について

平成１９年度斑鳩町老人保健特別会計補正予算（第２号）について

平成１９年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

平成１９年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について

平成１９年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）について

町長専決処分について承認を求めることについて（損害賠償の額の決定に

ついて）

町長専決処分について承認を求めることについて（平成１９年度斑鳩町一般

会計補正予算（第８号）について）

奈良県市町村会館管理組合の解散について

奈良県市町村会館管理組合の解散に伴う財産処分について

奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散について

奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に伴う財産処分について

奈良県市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更、規約の変更及

び組合を組織する地方公共団体の数の増加について

斑鳩町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等について

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その１）

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その２）

斑鳩町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求めることについて

意見書採択のお礼と、奈良県知事に向けた新たな意見書採択を求める陳情

書について

安全な医療と看護・介護の実現、地域医療拡充をはかるため、医師・看護師

等の大幅な増員を求める陳情書について

公共下水道についての陳情書について

保険でよい歯科医療の実現を求める意見書採択を求める陳情について

介護事業等の担い手確保のため、「社会福祉事業に従事する者の確保を図

るための措置に関する基本的な指針」（基本指針）の確実な実施を求める意

見書採択のお願いについて

奈良県で働く医師・看護師を具体的に増やすための施策の実施を求める意

見書について

医師・看護師等の大幅な増員を求める意見書について

介護事業等の担い手確保のため、「社会福祉事業に従事する者の確保を図

るための措置に関する基本的な指針」（基本指針）の確実な実施を求める意

見書について

道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書について

斑鳩町議会委員会条例の一部を改正する条例について

斑鳩町議会会議規則の一部を改正する規則について

議会の委任による町長専決処分の報告について（損害賠償の額の決定について）

議会の委任による町長専決処分の報告について（平成１９年度斑鳩町一般会

計補正予算（第９号）について）

３月３１日の任期満了に伴い、
西尾雅央氏、應矢志図香氏の
推薦について、適任であると
の意見を答申しました。

１２月２１日をもって任期満了と
なる宮崎莊平氏を引き続き選
任することに同意しました。

3ページに賛否の討論

3ページに賛否の討論

14～15ページに関連記事

13ページに関連記事

12ページに関連記事

案　　　件 結　果

予
　
　
　
　
　
算

条 

例

そ
の
他

人
事

発
　
　
議

報
　
告

陳
情
・
要
請

満場一致で可決

満場一致で可決

満場一致で可決

満場一致で同意

満場一致で承認

満場一致で
適任と答申

満場一致で可決

採 択

採 択

不 採 択

報 告

満場一致で可決

委員長報告どおり

賛成多数で可決

賛成多数で可決

12月 
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　本定例会での一般質問は、12月6日・7日の両日、8人の議員が

行いました。質問と答弁の内容を要約し、お知らせします。　　

　2日間で延べ29人の方が傍聴に来られました。　　

斑
鳩
町
も 

　
公
益
通
報
者
保
護
法
の 

　
　
徹
底
を 

 

西　谷　剛　周 議員 

 （
問
）
公
益
通
報
者
保
護
法
と
は
、

国
や
地
方
自
治
体
の
不
正
や
民
間

の
相
次
ぐ
事
業
主
の
不
祥
事
、
例

え
ば
ミ
ー
ト
・
ホ
ー
プ
の
牛
肉
偽

装
や
伊
勢
の
赤
福
餅
、
高
級
割
烹

吉
兆
の
賞
味
期
限
の
改
ざ
ん
、
ま

た
秋
田
県
の
比
内
地
鶏
の
産
地
偽

装
な
ど
の
法
令
違
反
を
内
部
告
発

さ
れ
た
方
々
が
、
そ
の
職
場
で
不

利
益
な
立
場
に
置
か
れ
ぬ
よ
う
に

保
護
す
る
た
め
に
、
国
が
平
成
十

六
年
に
公
益
通
報
者
保
護
法
を
制

定
し
ま
し
た
。
斑
鳩
町
も
、
行
政

の
法
令
違
反
行
為
を
内
部
告
発
さ

れ
た
職
員
が
、
そ
の
職
場
で
辛
い

立
場
に
立
た
さ
れ
ぬ
よ
う
保
護
す

る
た
め
、
公
益
通
報
者
保
護
法
に

基
づ
き
、
要
綱
を
し
っ
か
り
定
め

る
べ
き
だ
と
思
う
が
。
 

（
町
長
）
国
・
県
で
は
す
で
に
そ

の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、

各
自
治
体
で
も
行
政
機
関
に
お
け

る
法
令
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
、

そ
の
整
備
を
す
る
こ
と
が
望
ま
れ

て
い
る
。
当
町
に
お
い
て
も
国
の

行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
参
考
に
、
職
員
か
ら
の
内

部
告
発
に
対
応
出
来
る
よ
う
、
通

報
相
談
窓
口
の
設
置
や
事
務
処
理

等
に
係
る
内
部
規
程
の
制
定
な
ど

検
討
し
て
い
き
た
い
。
 

（
問
）
是
非
と
も
前
向
き
に
検
討

し
て
頂
き
た
い
。
し
か
し
、
い
く

ら
内
部
規
程
が
制
定
さ
れ
て
も
、

告
発
す
る
窓
口
が
同
じ
職
場
内
に

設
け
て
い
て
は
、
職
員
は
内
部
告

発
し
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
町
行
政
の
不
正
を
無
く
す
た

め
に
是
非
職
員
が
内
部
告
発
す
る

機
関
を
外
部
に
設
け
る
べ
き
だ
と

思
う
が
、
町
長
の
見
解
を
問
う
。
 

（
町
長
）
通
報
処
理
に
従
事
す
る

者
は
、
内
部
告
発
の
内
容
を
漏
ら

し
て
は
な
ら
な
い
と
共
に
、
自
ら

が
関
係
す
る
事
案
の
処
理
に
関
与

出
来
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

（
問
）
斑
鳩
町
も
住
民
の
視
点
に

立
ち
、
法
令
遵
守
の
公
正
な
町
行

政
を
行
う
た
め
に
、
是
非
と
も
公

益
通
報
者
保
護
法
に
関
す
る
要
綱

を
早
急
に
制
定
す
る
よ
う
強
く
要

望
す
る
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
公
共
下
水
道
工
事
の
高
い
落
札
 

　
率
に
つ
い
て
。
ま
た
排
水
設
備
 

　
工
事
店
二
十
七
社
か
ら
の
陳
情
 

　
書
に
つ
い
て
 

※
地
域
集
会
所
補
助
金
交
付
要
綱
 

　
制
度
に
つ
い
て
 

※
文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー
建
設
に
 

　
伴
う
事
業
費
と
管
理
費
、
ま
た
 

　
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
 

 

国
民
健
康
保
険
証 

　
　
未
渡
し
の
実
態
に
つ
い
て 

 

木　澤　正　男  議員 

（
問
）
昨
年
の
住
民
税
増
税
な
ど

の
影
響
か
ら
、
国
保
税
（
国
民
健

康
保
険
税
）
が
高
す
ぎ
て
払
え
な

い
と
い
う
声
が
広
が
っ
て
い
ま
す

が
、
斑
鳩
町
の
国
保
税
の
滞
納
状

況
と
短
期
保
険
証
の
発
行
状
況
は

ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
滞
納
状
況
は

平
成
十
八
年
度
末
で
九
百
五
十
一

世
帯
（
十
七
・
七
％
）
で
す
。
短

期
保
険
証
は
平
成
十
九
年
度
で
は

百
五
十
五
件
発
行
し
て
お
り
、
納

付
相
談
の
後
に
三
ヶ
月
の
保
険
証

十
三
件
、
六
ヶ
月
の
保
険
証
三
十

八
件
、
一
年
の
保
険
証
二
十
五
件

の
計
七
十
六
件
に
つ
い
て
は
お
渡

し
済
み
で
す
。
 

（
問
）
残
り
七
十
九
件
の
う
ち
居

所
不
明
で
渡
せ
な
い
分
を
除
く
と
、

七
十
件
の
保
険
証
が
被
保
険
者
の

手
に
渡
っ
て
い
ま
せ
ん
。
町
は
こ

う
し
た
方
に
対
し
て
納
付
相
談
に

来
て
く
だ
さ
い
と
通
知
を
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
滞
納
相
談
に
行
き
た

く
て
も
お
金
が
な
い
た
め
に
相
談

に
行
く
こ
と
も
で
き
な
い
で
困
っ

て
い
る
人
が
実
際
に
い
ま
す
。
町

は
お
金
が
払
え
な
い
か
ら
保
険
証

を
渡
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
連
絡
が
取
れ
な
い

か
ら
と
い
う
理
由
で
保
険
証
が
渡

さ
れ
て
い
な
い
実
態
は
改
善
さ
れ

る
べ
き
で
す
。
今
後
、
滞
納
相
談

体
制
の
強
化
と
保
険
証
発
行
体
制

の
改
善
を
強
く
要
望
い
た
し
ま
す
。
 

 
無
料
妊
婦
健
診
の
拡
大
を
 

 （
問
）
奈
良
県
の
周
産
期
医
療
体

制
の
不
備
と
と
も
に
、
妊
婦
健
診

の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
妊
婦
健
診
の
必
要
性
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
現
在
斑
鳩
町

で
は
、
課
税
世
帯
に
対
し
て
一
回
、

非
課
税
世
帯
に
た
い
し
て
は
二
回

妊
婦
健
診
に
対
す
る
費
用
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
安
全
に

出
産
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
健
診

は
必
要
で
あ
り
、
厚
生
労
働
省
か

ら
も
通
知
が
あ
り
、
最
低
限
五
回

程
度
の
公
費
負
担
を
実
施
す
る
こ

と
が
原
則
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
と
し
て

は
、
全
国
や
県
下
の
状
況
も
み
な

が
ら
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
 

（
問
）
リ
ス
ク
を
負
っ
た
妊
婦
は

健
診
の
回
数
が
増
え
、
経
済
的
な

負
担
も
大
き
く
な
り
ま
す
。
そ
う

し
た
方
に
も
配
慮
し
た
妊
婦
健
診

へ
の
町
補
助
の
回
数
増
を
要
望
い

た
し
ま
す
。
 

 （
問
）
三
代
川
の
堤
防
を
整
備
し
、

歩
道
に
す
れ
ば
安
心
し
て
通
行
で

き
る
と
思
い
ま
す
が
い
か
が
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
下
流
部
の
新

家
地
区
の
改
修
部
分
か
ら
上
流
ま

で
左
岸
側
に
四
・
五
メ
ー
ト
ル
の

幅
員
で
道
路
整
備
を
行
っ
て
い
く

計
画
で
あ
る
と
確
認
を
し
て
お
り

ま
す
。
来
年
度
に
向
け
て
県
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
事
業
の
推
進
に

努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
 

 　
　
　
町
の
Ｃ
Ｏ
２
対
策
は
 

 （
問
）
地
球
温
暖
化
に
対
し
て
Ｃ

Ｏ
２
対
策
の
考
え
方
は
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
本
年
六
月
五

日
に
「
斑
鳩
町
地
球
温
暖
化
防
止

実
行
計
画
」
を
策
定
、
役
場
に
お

け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を

削
減
し
、
平
成
二
十
三
年
ま
で
に

平
成
十
七
年
度
と
比
較
し
て
七
％

削
減
す
る
と
い
う
目
標
を
立
て
て

い
ま
す
。
奈
良
県
の
場
合
、
全
国

で
は
二
十
七
％
で
あ
る
の
に
対
し

て
四
十
一
％
を
占
め
て
い
る
家
庭

と
運
輸
の
排
出
量
の
割
合
が
大
き

く
、
削
減
に
向
け
た
取
組
み
が
最

も
重
要
で
す
。
住
民
の
皆
様
に
温

暖
化
に
よ
る
影
響
、
ま
た
必
要
な

事
は
何
か
を
学
び
、
自
ら
行
動
す

る
意
識
を
持
っ
て
頂
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
 

　
次
に
総
合
福
祉
会
館
の
建
設
に

際
し
ま
し
て
も
、
電
気
設
備
は
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
、
空

調
設
備
は
地
中
熱
の
利
用
や
蓄
熱

式
熱
源
シ
ス
テ
ム
（
エ
コ
ア
イ
ス
）

を
設
置
、
建
物
地
下
ピ
ッ
ト
に
よ

る
外
気
の
予
冷
・
予
熱
を
有
効
に

熱
利
用
、
給
湯
設
備
は
夜
間
電
力
、

ト
イ
レ
等
の
雑
用
水
は
雨
水
を
利

用
し
、
環
境
に
配
慮
し
た
資
源
の

有
効
活
用
を
図
っ
て
い
ま
す
。
 

　
今
後
、
他
の
施
設
の
改
修
、
建

替
え
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
施
設

の
位
置
と
、
用
途
等
を
総
合
的
に

勘
案
し
た
中
で
検
討
し
て
い
き
ま

す
。
 

 　
観
光
案
内
所
の
活
用
に
つ
い
て
 

 （
問
）
観
光
案
内
所
で
観
光
グ
ッ

ズ
の
販
売
は
出
来
な
い
の
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
現
在
は
一
人

体
制
で
案
内
業
務
を
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
見
本
を
置
き
、
法
隆

寺
ｉ
セ
ン
タ
ー
で
販
売
し
て
い
ま

す
。
販
売
の
必
要
性
を
今
後
観
光

協
会
と
協
議
し
な
が
ら
前
向
き
に

検
討
し
ま
す
。
観
光
客
誘
致
の
一

環
と
し
て
、
毎
年
歴
史
ウ
ォ
ー
ク

を
行
っ
て
お
り
、
開
催
時
に
Ｊ
Ｒ

法
隆
寺
駅
か
ら
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

を
二
日
間
試
験
的
に
実
施
し
て
い

ま
す
。
 

 

見 本 

町立図書館の 
　　　祝日閉館について 
 

坂　口　　　徹  議員 

安心・安全を考え 
　　三代川の堤防を歩道に 
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4

　本定例会での一般質問は、12月6日・7日の両日、8人の議員が

行いました。質問と答弁の内容を要約し、お知らせします。　　

　2日間で延べ29人の方が傍聴に来られました。　　

斑
鳩
町
も 

　
公
益
通
報
者
保
護
法
の 

　
　
徹
底
を 

 

西　谷　剛　周 議員 

 （
問
）
公
益
通
報
者
保
護
法
と
は
、

国
や
地
方
自
治
体
の
不
正
や
民
間

の
相
次
ぐ
事
業
主
の
不
祥
事
、
例

え
ば
ミ
ー
ト
・
ホ
ー
プ
の
牛
肉
偽

装
や
伊
勢
の
赤
福
餅
、
高
級
割
烹

吉
兆
の
賞
味
期
限
の
改
ざ
ん
、
ま

た
秋
田
県
の
比
内
地
鶏
の
産
地
偽

装
な
ど
の
法
令
違
反
を
内
部
告
発

さ
れ
た
方
々
が
、
そ
の
職
場
で
不

利
益
な
立
場
に
置
か
れ
ぬ
よ
う
に

保
護
す
る
た
め
に
、
国
が
平
成
十

六
年
に
公
益
通
報
者
保
護
法
を
制

定
し
ま
し
た
。
斑
鳩
町
も
、
行
政

の
法
令
違
反
行
為
を
内
部
告
発
さ

れ
た
職
員
が
、
そ
の
職
場
で
辛
い

立
場
に
立
た
さ
れ
ぬ
よ
う
保
護
す

る
た
め
、
公
益
通
報
者
保
護
法
に

基
づ
き
、
要
綱
を
し
っ
か
り
定
め

る
べ
き
だ
と
思
う
が
。
 

（
町
長
）
国
・
県
で
は
す
で
に
そ

の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、

各
自
治
体
で
も
行
政
機
関
に
お
け

る
法
令
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
、

そ
の
整
備
を
す
る
こ
と
が
望
ま
れ

て
い
る
。
当
町
に
お
い
て
も
国
の

行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
参
考
に
、
職
員
か
ら
の
内

部
告
発
に
対
応
出
来
る
よ
う
、
通

報
相
談
窓
口
の
設
置
や
事
務
処
理

等
に
係
る
内
部
規
程
の
制
定
な
ど

検
討
し
て
い
き
た
い
。
 

（
問
）
是
非
と
も
前
向
き
に
検
討

し
て
頂
き
た
い
。
し
か
し
、
い
く

ら
内
部
規
程
が
制
定
さ
れ
て
も
、

告
発
す
る
窓
口
が
同
じ
職
場
内
に

設
け
て
い
て
は
、
職
員
は
内
部
告

発
し
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
町
行
政
の
不
正
を
無
く
す
た

め
に
是
非
職
員
が
内
部
告
発
す
る

機
関
を
外
部
に
設
け
る
べ
き
だ
と

思
う
が
、
町
長
の
見
解
を
問
う
。
 

（
町
長
）
通
報
処
理
に
従
事
す
る

者
は
、
内
部
告
発
の
内
容
を
漏
ら

し
て
は
な
ら
な
い
と
共
に
、
自
ら

が
関
係
す
る
事
案
の
処
理
に
関
与

出
来
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

（
問
）
斑
鳩
町
も
住
民
の
視
点
に

立
ち
、
法
令
遵
守
の
公
正
な
町
行

政
を
行
う
た
め
に
、
是
非
と
も
公

益
通
報
者
保
護
法
に
関
す
る
要
綱

を
早
急
に
制
定
す
る
よ
う
強
く
要

望
す
る
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
公
共
下
水
道
工
事
の
高
い
落
札
 

　
率
に
つ
い
て
。
ま
た
排
水
設
備
 

　
工
事
店
二
十
七
社
か
ら
の
陳
情
 

　
書
に
つ
い
て
 

※
地
域
集
会
所
補
助
金
交
付
要
綱
 

　
制
度
に
つ
い
て
 

※
文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー
建
設
に
 

　
伴
う
事
業
費
と
管
理
費
、
ま
た
 

　
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
 

 

国
民
健
康
保
険
証 

　
　
未
渡
し
の
実
態
に
つ
い
て 

 

木　澤　正　男  議員 

（
問
）
昨
年
の
住
民
税
増
税
な
ど

の
影
響
か
ら
、
国
保
税
（
国
民
健

康
保
険
税
）
が
高
す
ぎ
て
払
え
な

い
と
い
う
声
が
広
が
っ
て
い
ま
す

が
、
斑
鳩
町
の
国
保
税
の
滞
納
状

況
と
短
期
保
険
証
の
発
行
状
況
は

ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
滞
納
状
況
は

平
成
十
八
年
度
末
で
九
百
五
十
一

世
帯
（
十
七
・
七
％
）
で
す
。
短

期
保
険
証
は
平
成
十
九
年
度
で
は

百
五
十
五
件
発
行
し
て
お
り
、
納

付
相
談
の
後
に
三
ヶ
月
の
保
険
証

十
三
件
、
六
ヶ
月
の
保
険
証
三
十

八
件
、
一
年
の
保
険
証
二
十
五
件

の
計
七
十
六
件
に
つ
い
て
は
お
渡

し
済
み
で
す
。
 

（
問
）
残
り
七
十
九
件
の
う
ち
居

所
不
明
で
渡
せ
な
い
分
を
除
く
と
、

七
十
件
の
保
険
証
が
被
保
険
者
の

手
に
渡
っ
て
い
ま
せ
ん
。
町
は
こ

う
し
た
方
に
対
し
て
納
付
相
談
に

来
て
く
だ
さ
い
と
通
知
を
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
滞
納
相
談
に
行
き
た

く
て
も
お
金
が
な
い
た
め
に
相
談

に
行
く
こ
と
も
で
き
な
い
で
困
っ

て
い
る
人
が
実
際
に
い
ま
す
。
町

は
お
金
が
払
え
な
い
か
ら
保
険
証

を
渡
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
連
絡
が
取
れ
な
い

か
ら
と
い
う
理
由
で
保
険
証
が
渡

さ
れ
て
い
な
い
実
態
は
改
善
さ
れ

る
べ
き
で
す
。
今
後
、
滞
納
相
談

体
制
の
強
化
と
保
険
証
発
行
体
制

の
改
善
を
強
く
要
望
い
た
し
ま
す
。
 

 
無
料
妊
婦
健
診
の
拡
大
を
 

 （
問
）
奈
良
県
の
周
産
期
医
療
体

制
の
不
備
と
と
も
に
、
妊
婦
健
診

の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
妊
婦
健
診
の
必
要
性
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
現
在
斑
鳩
町

で
は
、
課
税
世
帯
に
対
し
て
一
回
、

非
課
税
世
帯
に
た
い
し
て
は
二
回

妊
婦
健
診
に
対
す
る
費
用
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
安
全
に

出
産
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
健
診

は
必
要
で
あ
り
、
厚
生
労
働
省
か

ら
も
通
知
が
あ
り
、
最
低
限
五
回

程
度
の
公
費
負
担
を
実
施
す
る
こ

と
が
原
則
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
と
し
て

は
、
全
国
や
県
下
の
状
況
も
み
な

が
ら
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
 

（
問
）
リ
ス
ク
を
負
っ
た
妊
婦
は

健
診
の
回
数
が
増
え
、
経
済
的
な

負
担
も
大
き
く
な
り
ま
す
。
そ
う

し
た
方
に
も
配
慮
し
た
妊
婦
健
診

へ
の
町
補
助
の
回
数
増
を
要
望
い

た
し
ま
す
。
 

 （
問
）
三
代
川
の
堤
防
を
整
備
し
、

歩
道
に
す
れ
ば
安
心
し
て
通
行
で

き
る
と
思
い
ま
す
が
い
か
が
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
下
流
部
の
新

家
地
区
の
改
修
部
分
か
ら
上
流
ま

で
左
岸
側
に
四
・
五
メ
ー
ト
ル
の

幅
員
で
道
路
整
備
を
行
っ
て
い
く

計
画
で
あ
る
と
確
認
を
し
て
お
り

ま
す
。
来
年
度
に
向
け
て
県
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
事
業
の
推
進
に

努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
 

 　
　
　
町
の
Ｃ
Ｏ
２
対
策
は
 

 （
問
）
地
球
温
暖
化
に
対
し
て
Ｃ

Ｏ
２
対
策
の
考
え
方
は
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
本
年
六
月
五

日
に
「
斑
鳩
町
地
球
温
暖
化
防
止

実
行
計
画
」
を
策
定
、
役
場
に
お

け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を

削
減
し
、
平
成
二
十
三
年
ま
で
に

平
成
十
七
年
度
と
比
較
し
て
七
％

削
減
す
る
と
い
う
目
標
を
立
て
て

い
ま
す
。
奈
良
県
の
場
合
、
全
国

で
は
二
十
七
％
で
あ
る
の
に
対
し

て
四
十
一
％
を
占
め
て
い
る
家
庭

と
運
輸
の
排
出
量
の
割
合
が
大
き

く
、
削
減
に
向
け
た
取
組
み
が
最

も
重
要
で
す
。
住
民
の
皆
様
に
温

暖
化
に
よ
る
影
響
、
ま
た
必
要
な

事
は
何
か
を
学
び
、
自
ら
行
動
す

る
意
識
を
持
っ
て
頂
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
 

　
次
に
総
合
福
祉
会
館
の
建
設
に

際
し
ま
し
て
も
、
電
気
設
備
は
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
、
空

調
設
備
は
地
中
熱
の
利
用
や
蓄
熱

式
熱
源
シ
ス
テ
ム
（
エ
コ
ア
イ
ス
）

を
設
置
、
建
物
地
下
ピ
ッ
ト
に
よ

る
外
気
の
予
冷
・
予
熱
を
有
効
に

熱
利
用
、
給
湯
設
備
は
夜
間
電
力
、

ト
イ
レ
等
の
雑
用
水
は
雨
水
を
利

用
し
、
環
境
に
配
慮
し
た
資
源
の

有
効
活
用
を
図
っ
て
い
ま
す
。
 

　
今
後
、
他
の
施
設
の
改
修
、
建

替
え
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
施
設

の
位
置
と
、
用
途
等
を
総
合
的
に

勘
案
し
た
中
で
検
討
し
て
い
き
ま

す
。
 

 　
観
光
案
内
所
の
活
用
に
つ
い
て
 

 （
問
）
観
光
案
内
所
で
観
光
グ
ッ

ズ
の
販
売
は
出
来
な
い
の
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
現
在
は
一
人

体
制
で
案
内
業
務
を
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
見
本
を
置
き
、
法
隆

寺
ｉ
セ
ン
タ
ー
で
販
売
し
て
い
ま

す
。
販
売
の
必
要
性
を
今
後
観
光

協
会
と
協
議
し
な
が
ら
前
向
き
に

検
討
し
ま
す
。
観
光
客
誘
致
の
一

環
と
し
て
、
毎
年
歴
史
ウ
ォ
ー
ク

を
行
っ
て
お
り
、
開
催
時
に
Ｊ
Ｒ

法
隆
寺
駅
か
ら
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

を
二
日
間
試
験
的
に
実
施
し
て
い

ま
す
。
 

 

見 本 

町立図書館の 
　　　祝日閉館について 
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妊産婦健診料の 
　　　　公的負担拡充を 
 

飯　�　昭　二  議員 

 
福
祉
課
な
ど
の 

　
受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
に
つ
い
て 
 

伴　　　吉　晴  議員 

県道大和高田斑鳩線 
　　信号機設置要望の状況 
 

小　林　　　誠  議員 

（
問
）
県
道
大
和
高
田
斑
鳩
線
で
、

昨
年
に
引
続
き
死
亡
事
故
が
発
生

し
、
ま
た
大
型
ス
ー
パ
ー
付
近
に

お
い
て
、
交
通
信
号
機
の
設
置
要

望
が
西
和
警
察
署
へ
提
出
さ
れ
て

い
る
が
、
実
現
で
き
る
の
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
奈
良
県
公
安

委
員
会
へ
要
望
し
て
い
る
が
、
西

側
町
道
の
幅
員
が
狭
く
、
車
輌
の

通
行
量
も
少
な
い
の
で
厳
し
い
条

件
で
あ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
 

（
問
）
南
都
銀
行
法
隆
寺
駅
前
出

張
所
前
交
差
に
お
け
る
信
号
機
設

置
要
望
書
も
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
後
の
進
捗
は
ど
う
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
側
道
か
ら
県

道
へ
流
入
す
る
際
の
明
確
な
交
通

信
号
機
の
設
置
を
望
む
も
の
で
、

当
該
側
道
は
、
県
道
と
町
道
と
の

交
差
点
内
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、

通
行
を
阻
害
し
な
い
範
囲
で
速
や

か
に
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、

交
通
信
号
機
の
設
置
は
難
し
い
と

考
え
ま
す
。
 

（
問
）
斑
鳩
町
内
で
も
信
号
機
設

置
・
改
良
要
望
が
数
箇
所
あ
り
、

こ
れ
ら
も
引
続
き
要
望
し
て
い
た

だ
き
、
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て

十
分
ご
検
討
い
た
だ
く
事
を
要
望

す
る
。
 

　
次
に
県
道
の
歩
道
の
段
差
を
改

善
で
き
な
い
か
と
の
要
望
を
よ
く

聞
く
が
、
県
の
管
轄
で
は
あ
る
も

の
の
、
町
と
し
て
県
に
対
し
、
検

討
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
で
き
な

い
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
平
成
七
年
度

か
ら
平
成
九
年
度
に
か
け
、
石
張

り
舗
装
や
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
歩

道
整
備
の
改
善
が
約
一
億
八
千
万

円
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
今

後
、
横
断
す
る
道
路
等
と
の
取
合

い
の
中
で
、
支
障
と
な
る
よ
う
な

事
が
あ
れ
ば
改
善
し
て
い
く
よ
う

県
に
要
望
し
て
い
き
ま
す
。
 

  

駅
前
整
備
計
画
に
伴
う
 

町
営
南
口
駐
輪
場
撤
去
に
つ
い
て
 

 （
問
）
現
在
、
従
事
さ
れ
て
い
る

方
た
ち
の
雇
用
対
策
に
つ
い
て
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
今
年
四
月
に

西
和
七
町
で
障
害
者
自
立
支
援
協

議
会
を
設
立
し
、
障
害
者
の
就
労

支
援
も
協
議
し
て
お
り
ま
す
。
 

（
問
）
就
労
支
援
は
、
就
労
と
い

う
社
会
参
加
支
援
で
あ
り
、
町
内

で
障
害
者
が
社
会
参
加
で
き
る
環

境
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
事
が

残
念
で
あ
る
。
西
和
七
町
で
協
議

し
、
障
害
者
の
方
た
ち
が
地
域
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現

を
お
願
い
す
る
。
 

 

議会を傍聴してみませんか！ 
　斑鳩町議会では、｢開かれた議会｣をめざしています。
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（宛　先） 

（
問
）
現
在
の
ま
ま
の
カ
ウ
ン
タ

ー
で
は
、
相
談
窓
口
の
利
用
の
際

に
相
談
者
自
身
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
つ
い
て
も
聞
こ
え
て
し
ま
う
の

で
、
も
っ
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配

慮
し
た
形
の
も
の
に
な
ら
な
い
の

か
お
伺
い
し
た
い
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
窓
口
の
受
付

カ
ウ
ン
タ
ー
は
、
通
常
の
高
さ
と

ロ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
お

り
ま
す
が
、
お
年
寄
り
等
の
利
用

者
が
多
く
あ
り
、
ど
う
し
て
も
ロ

ー
カ
ウ
ン
タ
ー
の
利
用
が
増
え
て

お
り
ま
す
。
ご
指
摘
の
と
お
り
二

人
が
座
れ
ま
す
の
で
、
横
に
並
ば

れ
同
時
に
利
用
さ
れ
る
事
が
あ
り
、

横
の
方
の
話
が
聞
こ
え
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
 

　
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
は
、
申
請

手
続
き
等
は
カ
ウ
ン
タ
ー
で
行
っ

て
い
た
だ
き
、
ご
相
談
の
場
合
は

ご
本
人
に
確
認
し
て
相
談
室
や
事

務
室
内
会
議
机
を
利
用
し
て
お
り

ま
す
。
 

　
今
後
に
つ
き
ま
し
て
も
窓
口
の

利
用
が
多
く
、
利
用
者
が
並
ば
れ

た
場
合
に
は
待
合
席
に
誘
導
を
行

い
、
お
待
ち
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
す
る
な
ど
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

配
慮
し
た
窓
口
対
応
を
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
 

（
問
）
ど
う
し
て
も
込
み
入
っ
た

相
談
を
し
た
い
時
、
事
前
に
そ
れ

ぞ
れ
の
担
当
課
に
、
相
談
し
た
い

旨
を
電
話
等
で
申
出
れ
ば
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
配
慮
し
た
場
所
で
、
相

談
に
の
っ
て
頂
け
る
の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
電
話
等
で
事

前
に
お
話
を
頂
け
れ
ば
、
で
き
る

限
り
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
て
る
場

所
を
確
保
し
て
相
談
に
対
応
し
て

参
り
ま
す
。
 

（
問
）
今
後
と
も
行
政
に
住
民
が

相
談
し
や
す
い
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
配
慮
し
た
形
に
し
て
も
ら
え
る

よ
う
に
切
に
要
望
す
る
。
 

 　
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
取
得
後
の

　
　
　
運
用
に
つ
い
て

（
問
）
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
運
用
に
は
、
相

当
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
が
か
か

る
は
ず
だ
が
、
費
用
対
効
果
の
面

で
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
事

業
費
は
総
額
で
約
一
千
万
円
に
対

し
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
十
八
年

度
ま
で
の
間
で
約
一
千
三
百
三
十

万
円
の
経
費
が
節
減
で
き
て
お
り

ま
す
。
目
に
見
え
な
い
部
分
の
効

果
も
合
わ
せ
ま
す
と
、
大
き
な
成

果
が
上
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
 

 

 

（
問
）
今
、
少
子
化
対
策
が
国
を

挙
げ
て
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
最
近
、
妊
婦
健
診
を
一

度
も
受
け
ず
、
生
ま
れ
そ
う
に
な
っ

て
か
ら
病
院
に
駆
け
込
む
„
飛
込

み
出
産
„
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ

の
背
景
に
は
、
経
済
苦
や
産
科
施

設
が
減
り
、
遠
く
な
っ
た
こ
と
な

ど
様
々
な
格
差
・
要
因
が
あ
り
ま

す
が
、
妊
婦
健
診
に
か
か
る
公
費

負
担
の
現
状
に
つ
い
て
伺
う
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
平
成
十
九
年

八
月
の
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は
、

妊
婦
健
診
の
公
費
負
担
回
数
は
、

全
国
で
二
・
八
回
、
奈
良
県
平
均

一
・
六
回
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

（
問
）
少
子
化
対
策
と
し
て
地
方

交
付
税
措
置
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

町
で
は
、
妊
婦
健
診
の
公
費
負
担

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

（
住
民
生
活
部
長
）
妊
婦
健
診
の

必
要
性
と
公
費
負
担
の
重
要
性
に

つ
い
て
十
分
認
識
し
て
い
ま
す
。
 

（
問
）
安
全
・
安
心
の
出
産
を
迎

え
る
上
で
最
低
限
度
五
回
必
要
と

考
え
ま
す
が
町
長
の
見
解
を
伺
う
。
 

（
町
長
）
妊
婦
健
診
に
か
か
る
昨

今
の
妊
産
婦
の
取
巻
く
環
境
を
考

え
ま
す
と
、
そ
の
整
備
が
必
要
で

す
。
公
費
負
担
回
数
の
拡
充
に
つ

い
て
は
、
来
年
度
予
算
に
向
け
反

映
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

　
身
近
な
公
園
の
整
備
を
 

 （
問
）
公
園
の
機
能
は
、
遊
び
場

だ
け
で
は
な
く
、
災
害
時
の
地
域

の
安
全
な
防
災
空
間
と
し
て
の
役

割
が
あ
り
、
ま
た
身
近
な
公
園
は
、

住
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま

す
。
近
年
、
高
齢
化
が
進
み
、
公

園
や
広
場
を
利
用
す
る
際
、
高
齢

者
や
障
が
い
者
に
と
っ
て
困
難
と

な
っ
て
い
ま
す
。
町
と
し
て
ど
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
伺
う
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
公
園
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
が
不
十
分
で
あ
る
箇
所

に
つ
い
て
は
、
認
識
し
て
い
ま
す
。
 

（
問
）
自
治
会
管
理
の
公
園
に
つ

い
て
、
地
域
の
高
齢
化
が
進
み
、

公
園
へ
行
こ
う
と
し
て
も
高
い
階

段
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
と
の
声

が
あ
る
。
今
後
、
こ
の
問
題
を
ど

の
よ
う
に
解
消
し
て
い
く
の
か
伺

う
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
各
施
設
の
実

態
を
把
握
し
、
日
常
的
な
管
理
を

し
て
頂
い
て
い
る
公
園
に
つ
い
て

は
、
地
域
の
方
々
と
相
談
し
進
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
避
難
所
の
防
災
機
能
の
整
備
 

※
子
ど
も
を
取
巻
く
有
害
情
報
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妊産婦健診料の 
　　　　公的負担拡充を 
 

飯　�　昭　二  議員 

 
福
祉
課
な
ど
の 

　
受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
に
つ
い
て 

 

伴　　　吉　晴  議員 

県道大和高田斑鳩線 
　　信号機設置要望の状況 
 

小　林　　　誠  議員 

（
問
）
県
道
大
和
高
田
斑
鳩
線
で
、

昨
年
に
引
続
き
死
亡
事
故
が
発
生

し
、
ま
た
大
型
ス
ー
パ
ー
付
近
に

お
い
て
、
交
通
信
号
機
の
設
置
要

望
が
西
和
警
察
署
へ
提
出
さ
れ
て

い
る
が
、
実
現
で
き
る
の
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
奈
良
県
公
安

委
員
会
へ
要
望
し
て
い
る
が
、
西

側
町
道
の
幅
員
が
狭
く
、
車
輌
の

通
行
量
も
少
な
い
の
で
厳
し
い
条

件
で
あ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
 

（
問
）
南
都
銀
行
法
隆
寺
駅
前
出

張
所
前
交
差
に
お
け
る
信
号
機
設

置
要
望
書
も
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
後
の
進
捗
は
ど
う
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
側
道
か
ら
県

道
へ
流
入
す
る
際
の
明
確
な
交
通

信
号
機
の
設
置
を
望
む
も
の
で
、

当
該
側
道
は
、
県
道
と
町
道
と
の

交
差
点
内
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、

通
行
を
阻
害
し
な
い
範
囲
で
速
や

か
に
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、

交
通
信
号
機
の
設
置
は
難
し
い
と

考
え
ま
す
。
 

（
問
）
斑
鳩
町
内
で
も
信
号
機
設

置
・
改
良
要
望
が
数
箇
所
あ
り
、

こ
れ
ら
も
引
続
き
要
望
し
て
い
た

だ
き
、
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て

十
分
ご
検
討
い
た
だ
く
事
を
要
望

す
る
。
 

　
次
に
県
道
の
歩
道
の
段
差
を
改

善
で
き
な
い
か
と
の
要
望
を
よ
く

聞
く
が
、
県
の
管
轄
で
は
あ
る
も

の
の
、
町
と
し
て
県
に
対
し
、
検

討
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
で
き
な

い
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
平
成
七
年
度

か
ら
平
成
九
年
度
に
か
け
、
石
張

り
舗
装
や
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
歩

道
整
備
の
改
善
が
約
一
億
八
千
万

円
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
今

後
、
横
断
す
る
道
路
等
と
の
取
合

い
の
中
で
、
支
障
と
な
る
よ
う
な

事
が
あ
れ
ば
改
善
し
て
い
く
よ
う

県
に
要
望
し
て
い
き
ま
す
。
 

  

駅
前
整
備
計
画
に
伴
う
 

町
営
南
口
駐
輪
場
撤
去
に
つ
い
て
 

 （
問
）
現
在
、
従
事
さ
れ
て
い
る

方
た
ち
の
雇
用
対
策
に
つ
い
て
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
今
年
四
月
に

西
和
七
町
で
障
害
者
自
立
支
援
協

議
会
を
設
立
し
、
障
害
者
の
就
労

支
援
も
協
議
し
て
お
り
ま
す
。
 

（
問
）
就
労
支
援
は
、
就
労
と
い

う
社
会
参
加
支
援
で
あ
り
、
町
内

で
障
害
者
が
社
会
参
加
で
き
る
環

境
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
事
が

残
念
で
あ
る
。
西
和
七
町
で
協
議

し
、
障
害
者
の
方
た
ち
が
地
域
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現

を
お
願
い
す
る
。
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（宛　先） 

（
問
）
現
在
の
ま
ま
の
カ
ウ
ン
タ

ー
で
は
、
相
談
窓
口
の
利
用
の
際

に
相
談
者
自
身
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
つ
い
て
も
聞
こ
え
て
し
ま
う
の

で
、
も
っ
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配

慮
し
た
形
の
も
の
に
な
ら
な
い
の

か
お
伺
い
し
た
い
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
窓
口
の
受
付

カ
ウ
ン
タ
ー
は
、
通
常
の
高
さ
と

ロ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
お

り
ま
す
が
、
お
年
寄
り
等
の
利
用

者
が
多
く
あ
り
、
ど
う
し
て
も
ロ

ー
カ
ウ
ン
タ
ー
の
利
用
が
増
え
て

お
り
ま
す
。
ご
指
摘
の
と
お
り
二

人
が
座
れ
ま
す
の
で
、
横
に
並
ば

れ
同
時
に
利
用
さ
れ
る
事
が
あ
り
、

横
の
方
の
話
が
聞
こ
え
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
 

　
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
は
、
申
請

手
続
き
等
は
カ
ウ
ン
タ
ー
で
行
っ

て
い
た
だ
き
、
ご
相
談
の
場
合
は

ご
本
人
に
確
認
し
て
相
談
室
や
事

務
室
内
会
議
机
を
利
用
し
て
お
り

ま
す
。
 

　
今
後
に
つ
き
ま
し
て
も
窓
口
の

利
用
が
多
く
、
利
用
者
が
並
ば
れ

た
場
合
に
は
待
合
席
に
誘
導
を
行

い
、
お
待
ち
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
す
る
な
ど
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

配
慮
し
た
窓
口
対
応
を
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
 

（
問
）
ど
う
し
て
も
込
み
入
っ
た

相
談
を
し
た
い
時
、
事
前
に
そ
れ

ぞ
れ
の
担
当
課
に
、
相
談
し
た
い

旨
を
電
話
等
で
申
出
れ
ば
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
配
慮
し
た
場
所
で
、
相

談
に
の
っ
て
頂
け
る
の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
電
話
等
で
事

前
に
お
話
を
頂
け
れ
ば
、
で
き
る

限
り
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
て
る
場

所
を
確
保
し
て
相
談
に
対
応
し
て

参
り
ま
す
。
 

（
問
）
今
後
と
も
行
政
に
住
民
が

相
談
し
や
す
い
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
配
慮
し
た
形
に
し
て
も
ら
え
る

よ
う
に
切
に
要
望
す
る
。
 

 　
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
取
得
後
の

　
　
　
運
用
に
つ
い
て

（
問
）
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
運
用
に
は
、
相

当
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
が
か
か

る
は
ず
だ
が
、
費
用
対
効
果
の
面

で
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
事

業
費
は
総
額
で
約
一
千
万
円
に
対

し
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
十
八
年

度
ま
で
の
間
で
約
一
千
三
百
三
十

万
円
の
経
費
が
節
減
で
き
て
お
り

ま
す
。
目
に
見
え
な
い
部
分
の
効

果
も
合
わ
せ
ま
す
と
、
大
き
な
成

果
が
上
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
 

 

 

（
問
）
今
、
少
子
化
対
策
が
国
を

挙
げ
て
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
最
近
、
妊
婦
健
診
を
一

度
も
受
け
ず
、
生
ま
れ
そ
う
に
な
っ

て
か
ら
病
院
に
駆
け
込
む
„
飛
込

み
出
産
„
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ

の
背
景
に
は
、
経
済
苦
や
産
科
施

設
が
減
り
、
遠
く
な
っ
た
こ
と
な

ど
様
々
な
格
差
・
要
因
が
あ
り
ま

す
が
、
妊
婦
健
診
に
か
か
る
公
費

負
担
の
現
状
に
つ
い
て
伺
う
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
平
成
十
九
年

八
月
の
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は
、

妊
婦
健
診
の
公
費
負
担
回
数
は
、

全
国
で
二
・
八
回
、
奈
良
県
平
均

一
・
六
回
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

（
問
）
少
子
化
対
策
と
し
て
地
方

交
付
税
措
置
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

町
で
は
、
妊
婦
健
診
の
公
費
負
担

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

（
住
民
生
活
部
長
）
妊
婦
健
診
の

必
要
性
と
公
費
負
担
の
重
要
性
に

つ
い
て
十
分
認
識
し
て
い
ま
す
。
 

（
問
）
安
全
・
安
心
の
出
産
を
迎

え
る
上
で
最
低
限
度
五
回
必
要
と

考
え
ま
す
が
町
長
の
見
解
を
伺
う
。
 

（
町
長
）
妊
婦
健
診
に
か
か
る
昨

今
の
妊
産
婦
の
取
巻
く
環
境
を
考

え
ま
す
と
、
そ
の
整
備
が
必
要
で

す
。
公
費
負
担
回
数
の
拡
充
に
つ

い
て
は
、
来
年
度
予
算
に
向
け
反

映
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

　
身
近
な
公
園
の
整
備
を
 

 （
問
）
公
園
の
機
能
は
、
遊
び
場

だ
け
で
は
な
く
、
災
害
時
の
地
域

の
安
全
な
防
災
空
間
と
し
て
の
役

割
が
あ
り
、
ま
た
身
近
な
公
園
は
、

住
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま

す
。
近
年
、
高
齢
化
が
進
み
、
公

園
や
広
場
を
利
用
す
る
際
、
高
齢

者
や
障
が
い
者
に
と
っ
て
困
難
と

な
っ
て
い
ま
す
。
町
と
し
て
ど
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
伺
う
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
公
園
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
が
不
十
分
で
あ
る
箇
所

に
つ
い
て
は
、
認
識
し
て
い
ま
す
。
 

（
問
）
自
治
会
管
理
の
公
園
に
つ

い
て
、
地
域
の
高
齢
化
が
進
み
、

公
園
へ
行
こ
う
と
し
て
も
高
い
階

段
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
と
の
声

が
あ
る
。
今
後
、
こ
の
問
題
を
ど

の
よ
う
に
解
消
し
て
い
く
の
か
伺

う
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
各
施
設
の
実

態
を
把
握
し
、
日
常
的
な
管
理
を

し
て
頂
い
て
い
る
公
園
に
つ
い
て

は
、
地
域
の
方
々
と
相
談
し
進
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
避
難
所
の
防
災
機
能
の
整
備
 

※
子
ど
も
を
取
巻
く
有
害
情
報
 

 

一 般 質 問町政ここが聞きたい
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と 

  
税
率
改
定
の
国
民
健
康
保
険
は 

    
四
月
実
施
に 

　
　
　
問
題
あ
り 

 

里 川 宜 志 子  議員 

（
問
）
広
域
連
合
議
会
で
保
険
料

が
決
定
し
た
が
、
徴
収
方
法
等
に

つ
い
て
は
条
例
が
必
要
と
な
る
。

し
か
し
今
議
会
で
は
、
い
ま
だ
に

示
さ
れ
て
い
な
い
。
四
月
か
ら
の

制
度
で
も
、
三
月
議
会
で
条
例
が

提
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

で
は
、
住
民
に
説
明
す
る
時
間
が

な
い
。
国
が
決
め
た
制
度
だ
が
、

住
民
へ
の
説
明
責
任
は
町
に
あ
る
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
の
額

と
徴
収
方
法
の
決
定
と
、
住
民
へ

の
周
知
は
ど
う
す
る
の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
均
等
割
額
と

所
得
割
額
の
二
方
式
が
決
定
し
て

い
る
。
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
向

け
て
、
社
会
保
険
庁
か
ら
年
金
受

給
情
報
（
受
給
者
や
受
給
額
な
ど
）

が
提
供
さ
れ
た
。
一
月
に
は
、
前
々

年
の
所
得
か
ら
算
定
さ
れ
た
保
険

料
額
を
社
会
保
険
庁
に
通
知
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

　
四
・
六
・
八
月
の
年
金
か
ら
は

仮
徴
収
し
、
十
・
十
二
・
二
月
分

で
確
定
し
た
額
で
の
本
徴
収
を
す

る
こ
と
に
な
る
。
町
広
報
紙
に
よ

る
周
知
と
と
も
に
、
年
明
け
か
ら

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
普
及
と
ポ
ス
タ

ー
掲
示
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。
 

（
問
）
自
分
の
賦
課
さ
れ
る
額
が

届
い
て
か
ら
、
び
っ
く
り
さ
れ
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。
問
い
合
わ
せ
に

対
し
て
十
分
に
対
応
す
る
と
と
も

に
、
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
も
、

保
険
税
率
が
変
わ
り
、
六
十
五
歳

以
上
の
方
の
年
金
か
ら
の
天
引
き

な
ど
も
、
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い

と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。

条
例
の
改
正
が
い
ま
だ
に
提
案
さ

れ
ず
、
十
分
な
議
論
を
す
る
時
間

が
な
い
が
ど
う
な
る
の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
国
民
健
康
保

険
で
は
、
新
た
に
後
期
高
齢
者
医

療
へ
の
支
援
分
が
含
ま
れ
る
が
、

そ
の
税
率
の
確
定
が
で
き
て
お
ら

ず
、
三
月
議
会
で
条
例
改
正
の
審

議
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
つ
い
て
は
、

四
月
か
ら
は
間
に
合
わ
ず
、
十
月

か
ら
の
実
施
と
な
り
、
そ
れ
ま
で

は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
納
付
書
に

よ
る
普
通
徴
収
と
な
る
。
 

　
保
険
税
の
改
定
が
決
定
す
れ
ば
、

被
保
険
者
へ
の
お
知
ら
せ
に
万
全

を
期
し
た
い
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
の
た
め
の
 

　
県
立
三
室
病
院
の
呼
吸
器
科
設
 

　
置
と
検
査
体
制
に
つ
い
て
 

※
町
道
の
速
度
規
制
と
標
識
の
整
 

　
備
に
つ
い
て
 

※
臨
時
職
員
の
採
用
、
待
遇
、
研
 

　
修
の
保
障
に
つ
い
て
 

 

 

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
年
）

7
日（
金
）

１０
日（
月
）

１１
日（
火
）

１３
日（
木
）

１４
日（
金
）

１７
日（
月
）

１８
日（
火
）

１９
日（
水
）

２１
日（
金
）

２５
日（
火
）

本
会
議
初
日

（
提
案
説
明
、議
案
上
程
）

一
般
質
問

一
般
質
問

予
算
常
任
委
員
会

予
算
常
任
委
員
会

予
算
常
任
委
員
会

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

予
算
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
最
終
日

（
委
員
長
報
告
、討
論
、表
決
）

す
べ
て
傍
聴
で
き
ま
す
。
 

　
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。
 

　
な
お
、予
算
常
任
委
員
会
（
１９
日
）
、議
会
運
営

委
員
会
、本
会
議
最
終
日
は
午
後
一
時
三
十
分
、

そ
の
他
委
員
会
、本
会
議
の
開
会
時
間
は
午
前
九

時
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
が
、一
部
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
議
会
事
務
局
に
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

3
日（
月
）

6
日（
木
） 

三
月
定
例
議
会
の
予
定

三
月
定
例
議
会
の
予
定 

議 会運営委員会 
　
今
議
会
で
は
、
陳
情
書
、
要
請

書
、
意
見
書
な
ど
十
一
件
あ
り
、

こ
れ
ら
の
取
扱
い
に
つ
い
て
慎
重

に
協
議
し
ま
し
た
。 

　
と
り
わ
け
、
公
共
下
水
道
の
排

水
設
備
指
定
業
者
の
団
体
か
ら
提

出
さ
れ
た
陳
情
書
を
建
設
水
道
常

任
委
員
会
に
付
託
す
る
事
を
決
定

し
た
後
に
、
こ
の
陳
情
書
に
対
す

る
意
見
書
の
提
出
を
受
け
ま
し
た
。 

　
提
出
さ
れ
た
陳
情
書
に
対
す
る

意
見
書
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で

に
例
の
な
い
事
で
す
が
、
取
扱
い

に
つ
い
て
、
委
員
一
人
一
人
の
見

解
を
お
聞
き
し
、
1
事
前
の
委
員

会
に
は
提
出
が
な
く
、
議
会
初
日

ま
で
に
配
布
さ
れ
た
議
案
書
に
間

に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
2
開
会
し

て
か
ら
の
議
案
の
取
扱
い
は
最
終

日
の
追
加
日
程
と
な
る
こ
と
3
意

見
書
と
い
う
形
式
の
も
の
を
議
案

に
す
る
手
法
に
つ
い
て
は
前
例
が

な
く
判
断
が
難
し
い
こ
と
4
内
容

そ
の
も
の
が
議
案
と
す
べ
き
も
の

で
は
な
い
、
な
ど
の
意
見
が
あ
り
、

既
に
付
託
が
決
ま
っ
て
い
る
陳
情

書
を
建
設
水
道
常
任
委
員
会
で
審

査
を
す
る
場
合
、
こ
の
意
見
書
を

参
考
に
審
査
を
す
る
と
い
う
事
で

取
り
ま
と
め
を
し
ま
し
た
。 

　
徹
底
し
た
委
員
会
主
義
を
貫
く

当
議
会
で
は
、
町
か
ら
付
議
さ
れ

る
議
案
、
並
び
に
請
願
や
陳
情
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
議
会
運
営

委
員
会
で
、
委
員
会
付
託
す
る
か

ど
う
か
と
い
う
事
を
慎
重
に
協
議

を
し
て
い
ま
す
。 

〈
里
川
委
員
長
記
〉  

平成２０年度 
　　予算編成にあたって 
 

吉　野　俊　明  議員 

（
問
）
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
、
駅
周
辺

整
備
事
業
、
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー
、
藤
ノ
木

古
墳
整
備
事
業
と
次
々
に
大
型
ハ
ー

ド
行
政
（
箱
物
）
を
行
っ
て
い
る

が
、
も
っ
と
直
接
的
民
生
に
税
金

を
使
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
住

民
の
声
に
ど
う
答
え
る
か
。
 

（
町
長
）
平
成
の
始
め
頃
か
ら
構

想
し
て
い
た
も
の
が
、
今
具
体
化

さ
れ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
す
べ

て
議
会
の
議
決
承
認
を
得
て
事
業

を
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
健

康
で
明
る
く
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
し
て
い
き
た
い
。
 

（
問
）
自
治
体
財
政
に
お
い
て
は
、

今
後
ま
す
ま
す
費
用
対
効
果
の
視

点
が
重
要
と
な
る
。
平
成
十
九
年

度
の
国
の
借
金
は
国
民
一
人
当
た

り
四
百
二
十
八
万
円
、
県
は
六
十

九
万
円
と
予
想
さ
れ
て
い
る
が
、

斑
鳩
町
は
ど
う
か
。
 

（
総
務
部
長
）
平
成
十
八
年
度
末

の
借
金
に
つ
い
て
は
約
八
十
六
億

円
、
町
民
一
人
当
た
り
三
十
万
円

で
あ
る
。
今
後
の
見
通
し
は
借
金

が
百
億
円
を
超
え
な
い
よ
う
に
、

公
共
下
水
道
事
業
を
遅
ら
せ
る
な

ど
調
整
し
な
が
ら
進
め
て
参
り
た

い
。
 

（
問
）
平
成
二
十
年
度
予
算
編
成

に
あ
た
っ
て
、
財
政
健
全
化
の
視

点
か
ら
ど
の
よ
う
な
対
策
を
考
え

て
い
る
の
か
。
 

（
総
務
部
長
）
平
成
二
十
年
度
は

こ
れ
ま
で
以
上
に
大
幅
な
財
源
不

足
が
予
想
さ
れ
、
事
業
の
必
要
性

や
優
先
度
、
財
源
負
担
の
あ
り
方
、

事
業
年
次
等
徹
底
し
た
見
直
し
を

行
い
、
限
ら
れ
た
財
源
の
重
点
的

効
果
的
予
算
配
分
に
徹
し
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
き
た
さ
な
い

よ
う
に
努
力
し
た
い
。
 

   

 　
い
か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
に

　
　
　
つ
い
て

（
問
）
三
室
交
差
点
・
龍
田
大
橋
・

三
室
山
を
結
ぶ
三
角
地
帯
、
自
治

会
と
し
て
は
橋
西
・
三
室
・
紅
葉
ヶ

丘
は
公
害
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る

が
、
環
境
影
響
調
査
は
行
わ
れ
た

か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
道
路
構
造
等

が
未
確
定
な
の
で
行
わ
れ
て
い
な

い
。
 

（
問
）
少
子
高
齢
化
に
よ
り
、
日

本
の
人
口
は
限
り
な
く
現
在
の
三

分
の
一
に
近
づ
い
て
い
き
、
当
然

車
の
台
数
減
少
も
加
速
化
さ
れ
て

い
く
。
多
額
な
税
金
が
投
じ
ら
れ

る
こ
の
事
業
が
将
来
を
見
据
え
て

ど
う
な
の
か
、
国
も
県
も
町
も
今

一
度
原
点
に
返
っ
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と 

  

税
率
改
定
の
国
民
健
康
保
険
は 

    

四
月
実
施
に 

　
　
　
問
題
あ
り 

 

里 川 宜 志 子  議員 

（
問
）
広
域
連
合
議
会
で
保
険
料

が
決
定
し
た
が
、
徴
収
方
法
等
に

つ
い
て
は
条
例
が
必
要
と
な
る
。

し
か
し
今
議
会
で
は
、
い
ま
だ
に

示
さ
れ
て
い
な
い
。
四
月
か
ら
の

制
度
で
も
、
三
月
議
会
で
条
例
が

提
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

で
は
、
住
民
に
説
明
す
る
時
間
が

な
い
。
国
が
決
め
た
制
度
だ
が
、

住
民
へ
の
説
明
責
任
は
町
に
あ
る
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
の
額

と
徴
収
方
法
の
決
定
と
、
住
民
へ

の
周
知
は
ど
う
す
る
の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
均
等
割
額
と

所
得
割
額
の
二
方
式
が
決
定
し
て

い
る
。
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
向

け
て
、
社
会
保
険
庁
か
ら
年
金
受

給
情
報
（
受
給
者
や
受
給
額
な
ど
）

が
提
供
さ
れ
た
。
一
月
に
は
、
前
々

年
の
所
得
か
ら
算
定
さ
れ
た
保
険

料
額
を
社
会
保
険
庁
に
通
知
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

　
四
・
六
・
八
月
の
年
金
か
ら
は

仮
徴
収
し
、
十
・
十
二
・
二
月
分

で
確
定
し
た
額
で
の
本
徴
収
を
す

る
こ
と
に
な
る
。
町
広
報
紙
に
よ

る
周
知
と
と
も
に
、
年
明
け
か
ら

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
普
及
と
ポ
ス
タ

ー
掲
示
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。
 

（
問
）
自
分
の
賦
課
さ
れ
る
額
が

届
い
て
か
ら
、
び
っ
く
り
さ
れ
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。
問
い
合
わ
せ
に

対
し
て
十
分
に
対
応
す
る
と
と
も

に
、
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
も
、

保
険
税
率
が
変
わ
り
、
六
十
五
歳

以
上
の
方
の
年
金
か
ら
の
天
引
き

な
ど
も
、
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い

と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。

条
例
の
改
正
が
い
ま
だ
に
提
案
さ

れ
ず
、
十
分
な
議
論
を
す
る
時
間

が
な
い
が
ど
う
な
る
の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
国
民
健
康
保

険
で
は
、
新
た
に
後
期
高
齢
者
医

療
へ
の
支
援
分
が
含
ま
れ
る
が
、

そ
の
税
率
の
確
定
が
で
き
て
お
ら

ず
、
三
月
議
会
で
条
例
改
正
の
審

議
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
つ
い
て
は
、

四
月
か
ら
は
間
に
合
わ
ず
、
十
月

か
ら
の
実
施
と
な
り
、
そ
れ
ま
で

は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
納
付
書
に

よ
る
普
通
徴
収
と
な
る
。
 

　
保
険
税
の
改
定
が
決
定
す
れ
ば
、

被
保
険
者
へ
の
お
知
ら
せ
に
万
全

を
期
し
た
い
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
の
た
め
の
 

　
県
立
三
室
病
院
の
呼
吸
器
科
設
 

　
置
と
検
査
体
制
に
つ
い
て
 

※
町
道
の
速
度
規
制
と
標
識
の
整
 

　
備
に
つ
い
て
 

※
臨
時
職
員
の
採
用
、
待
遇
、
研
 

　
修
の
保
障
に
つ
い
て
 

 

 

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
年
）

7
日（
金
）

１０
日（
月
）

１１
日（
火
）

１３
日（
木
）

１４
日（
金
）

１７
日（
月
）

１８
日（
火
）

１９
日（
水
）

２１
日（
金
）

２５
日（
火
）

本
会
議
初
日

（
提
案
説
明
、議
案
上
程
）

一
般
質
問

一
般
質
問

予
算
常
任
委
員
会

予
算
常
任
委
員
会

予
算
常
任
委
員
会

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

予
算
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
最
終
日

（
委
員
長
報
告
、討
論
、表
決
）

す
べ
て
傍
聴
で
き
ま
す
。
 

　
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。
 

　
な
お
、予
算
常
任
委
員
会
（
１９
日
）
、議
会
運
営

委
員
会
、本
会
議
最
終
日
は
午
後
一
時
三
十
分
、

そ
の
他
委
員
会
、本
会
議
の
開
会
時
間
は
午
前
九

時
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
が
、一
部
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
議
会
事
務
局
に
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

3
日（
月
）

6
日（
木
） 

三
月
定
例
議
会
の
予
定

三
月
定
例
議
会
の
予
定 

議 会運営委員会 
　
今
議
会
で
は
、
陳
情
書
、
要
請

書
、
意
見
書
な
ど
十
一
件
あ
り
、

こ
れ
ら
の
取
扱
い
に
つ
い
て
慎
重

に
協
議
し
ま
し
た
。 

　
と
り
わ
け
、
公
共
下
水
道
の
排

水
設
備
指
定
業
者
の
団
体
か
ら
提

出
さ
れ
た
陳
情
書
を
建
設
水
道
常

任
委
員
会
に
付
託
す
る
事
を
決
定

し
た
後
に
、
こ
の
陳
情
書
に
対
す

る
意
見
書
の
提
出
を
受
け
ま
し
た
。 

　
提
出
さ
れ
た
陳
情
書
に
対
す
る

意
見
書
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で

に
例
の
な
い
事
で
す
が
、
取
扱
い

に
つ
い
て
、
委
員
一
人
一
人
の
見

解
を
お
聞
き
し
、
1
事
前
の
委
員

会
に
は
提
出
が
な
く
、
議
会
初
日

ま
で
に
配
布
さ
れ
た
議
案
書
に
間

に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
2
開
会
し

て
か
ら
の
議
案
の
取
扱
い
は
最
終

日
の
追
加
日
程
と
な
る
こ
と
3
意

見
書
と
い
う
形
式
の
も
の
を
議
案

に
す
る
手
法
に
つ
い
て
は
前
例
が

な
く
判
断
が
難
し
い
こ
と
4
内
容

そ
の
も
の
が
議
案
と
す
べ
き
も
の

で
は
な
い
、
な
ど
の
意
見
が
あ
り
、

既
に
付
託
が
決
ま
っ
て
い
る
陳
情

書
を
建
設
水
道
常
任
委
員
会
で
審

査
を
す
る
場
合
、
こ
の
意
見
書
を

参
考
に
審
査
を
す
る
と
い
う
事
で

取
り
ま
と
め
を
し
ま
し
た
。 

　
徹
底
し
た
委
員
会
主
義
を
貫
く

当
議
会
で
は
、
町
か
ら
付
議
さ
れ

る
議
案
、
並
び
に
請
願
や
陳
情
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
議
会
運
営

委
員
会
で
、
委
員
会
付
託
す
る
か

ど
う
か
と
い
う
事
を
慎
重
に
協
議

を
し
て
い
ま
す
。 

〈
里
川
委
員
長
記
〉  

平成２０年度 
　　予算編成にあたって 
 

吉　野　俊　明  議員 

（
問
）
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
、
駅
周
辺

整
備
事
業
、
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー
、
藤
ノ
木

古
墳
整
備
事
業
と
次
々
に
大
型
ハ
ー

ド
行
政
（
箱
物
）
を
行
っ
て
い
る

が
、
も
っ
と
直
接
的
民
生
に
税
金

を
使
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
住

民
の
声
に
ど
う
答
え
る
か
。
 

（
町
長
）
平
成
の
始
め
頃
か
ら
構

想
し
て
い
た
も
の
が
、
今
具
体
化

さ
れ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
す
べ

て
議
会
の
議
決
承
認
を
得
て
事
業

を
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
健

康
で
明
る
く
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
し
て
い
き
た
い
。
 

（
問
）
自
治
体
財
政
に
お
い
て
は
、

今
後
ま
す
ま
す
費
用
対
効
果
の
視

点
が
重
要
と
な
る
。
平
成
十
九
年

度
の
国
の
借
金
は
国
民
一
人
当
た

り
四
百
二
十
八
万
円
、
県
は
六
十

九
万
円
と
予
想
さ
れ
て
い
る
が
、

斑
鳩
町
は
ど
う
か
。
 

（
総
務
部
長
）
平
成
十
八
年
度
末

の
借
金
に
つ
い
て
は
約
八
十
六
億

円
、
町
民
一
人
当
た
り
三
十
万
円

で
あ
る
。
今
後
の
見
通
し
は
借
金

が
百
億
円
を
超
え
な
い
よ
う
に
、

公
共
下
水
道
事
業
を
遅
ら
せ
る
な

ど
調
整
し
な
が
ら
進
め
て
参
り
た

い
。
 

（
問
）
平
成
二
十
年
度
予
算
編
成

に
あ
た
っ
て
、
財
政
健
全
化
の
視

点
か
ら
ど
の
よ
う
な
対
策
を
考
え

て
い
る
の
か
。
 

（
総
務
部
長
）
平
成
二
十
年
度
は

こ
れ
ま
で
以
上
に
大
幅
な
財
源
不

足
が
予
想
さ
れ
、
事
業
の
必
要
性

や
優
先
度
、
財
源
負
担
の
あ
り
方
、

事
業
年
次
等
徹
底
し
た
見
直
し
を

行
い
、
限
ら
れ
た
財
源
の
重
点
的

効
果
的
予
算
配
分
に
徹
し
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
き
た
さ
な
い

よ
う
に
努
力
し
た
い
。
 

   

 　
い
か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
に

　
　
　
つ
い
て

（
問
）
三
室
交
差
点
・
龍
田
大
橋
・

三
室
山
を
結
ぶ
三
角
地
帯
、
自
治

会
と
し
て
は
橋
西
・
三
室
・
紅
葉
ヶ

丘
は
公
害
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る

が
、
環
境
影
響
調
査
は
行
わ
れ
た

か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
道
路
構
造
等

が
未
確
定
な
の
で
行
わ
れ
て
い
な

い
。
 

（
問
）
少
子
高
齢
化
に
よ
り
、
日

本
の
人
口
は
限
り
な
く
現
在
の
三

分
の
一
に
近
づ
い
て
い
き
、
当
然

車
の
台
数
減
少
も
加
速
化
さ
れ
て

い
く
。
多
額
な
税
金
が
投
じ
ら
れ

る
こ
の
事
業
が
将
来
を
見
据
え
て

ど
う
な
の
か
、
国
も
県
も
町
も
今

一
度
原
点
に
返
っ
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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総 
務
常
任
委
員
会 

　
閉
会
中
の
十
一
月
二
十
六
日
及
び
定
例
会
開
会
中
の
十
二
月
十
一
日

に
全
委
員
出
席
の
も
と
、
委
員
会
を
開
催
し
、
本
会
議
か
ら
付
託
を
受

け
ま
し
た
七
議
案
・
継
続
審
査
案
件
及
び
各
課
報
告
事
項
に
つ
い
て
審

査
を
行
い
、
付
託
議
案
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
議
案
も
満
場
一
致
で
可

決
し
ま
し
た
。厚 生常任委員会 

　本会議から付託を受けた議案と継続審査

案件など審査を行うため、12月12日委員

会を開催しました。

 

　
委
員
会
付
託
議
案
に
つ
い
て

（
一
）
斑
鳩
町
の
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
平
成
十
九
年
度
の
国
家
公
務
員

の
給
与
に
関
す
る
人
事
院
勧
告
に

基
づ
き
、
国
家
公
務
員
の
給
与
改

定
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
に
準
じ
て
当
町
職
員
の
給
与
改

定
を
行
う
も
の
で
す
。
内
容
と
し

て
は
、
給
料
表
の
三
級
以
下
の
若

年
層
に
限
定
し
た
給
料
月
額
の
引

き
上
げ
、
期
末
・
勤
勉
手
当
を
四
・

四
五
ヶ
月
か
ら
四
・
五
ヶ
月
に
引

き
上
げ
、
扶
養
手
当
を
六
千
円
か

ら
六
千
五
百
円
に
引
き
上
げ
る
条

例
の
改
正
で
す
。 

（
二
）
斑
鳩
町
立
幼
稚
園
保
育
料

徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　
町
立
幼
稚
園
の
保
育
料
等
は
、

平
成
十
二
年
度
か
ら
五
千
七
百
円

で
据
置
き
、
入
園
料
は
徴
収
し
て

い
な
か
っ
た
が
、
行
財
政
改
革
の

一
環
と
し
て
受
益
と
負
担
の
適
正

化
を
図
る
観
点
か
ら
、
近
隣
市
町

村
の
状
況
及
び
地
方
交
付
税
の
単

位
費
用
を
参
考
に
見
直
し
を
行
い
、

平
成
二
十
年
度
か
ら
保
育
料
は
五

千
七
百
円
か
ら
六
千
百
円
に
改
定

す
る
と
と
も
に
、
入
園
料
を
新
た

に
五
千
円
徴
収
す
る
た
め
の
条
例

の
改
正
で
す
。 

　
委
員
よ
り
、
近
隣
市
町
村
の
入

園
料
・
保
育
料
と
園
児
一
人
当
た

り
の
町
の
負
担
額
に
つ
い
て
質
問

が
あ
り
、
別
表
通
り
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。 

           

　
園
児
一
人
当
た
り
の
町
の
負
担

額
は
年
間
約
五
十
万
円
で
す
。 

　
ま
た
、
平
成
九
年
度
及
び
平
成

十
二
年
度
の
改
定
時
に
お
い
て
の

取
り
ま
と
め
に
つ
い
て
質
問
が
あ

り
、
理
事
者
よ
り
1
保
育
料
改
定

の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
地

方
交
付
税
（
単
位
費
用
）
に
近
づ

け
る
と
い
う
手
法
に
合
理
性
が
あ

る
。
2
県
内
公
立
幼
稚
園
の
保
育

料
調
べ
に
お
け
る
中
間
五
段
階
を

参
考
に
し
な
が
ら
改
定
額
を
検
討

す
る
事
が
妥
当
と
考
え
る
。
3
平

成
九
年
度
保
育
料
改
定
後
は
三
年

ご
と
に
、
そ
の
状
況
を
判
断
し
て

保
育
料
の
見
直
し
額
に
つ
い
て
検

討
す
る
事
が
望
ま
し
い
。
4
斑
鳩

町
立
幼
稚
園
の
保
育
料
の
改
定
に

あ
た
っ
て
は
、
幼
稚
園
の
保
育
時

間
等
、
保
育
の
内
容
の
充
実
を
図

る
事
を
強
く
求
め
る
。
と
い
っ
た

審
査
結
果
が
出
て
い
る
と
の
回
答

が
あ
り
ま
し
た
。 

（
三
）
奈
良
県
市
町
村
会
館
管
理

組
合
の
解
散
に
つ
い
て
等
関
連
五

議
案
に
つ
い
て

　
こ
れ
ら
の
五
議
案
に
つ
い
て
は

「
奈
良
県
市
町
村
会
館
管
理
組
合
」

「
奈
良
県
市
町
村
非
常
勤
職
員
公

務
災
害
補
償
組
合
」
及
び
「
奈
良

県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
」

の
運
営
に
係
る
事
務
を
合
理
化
し
、

効
率
的
に
処
理
す
る
た
め
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
か
ら
新
た
に
設

立
す
る
「
奈
良
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
」
に
事
務
及
び
財
産
を
継

承
す
る
も
の
で
す
。 

 

　
継
続
審
査
案
件
に
つ
い
て

 

　
斑
鳩
町
に
お
け
る
歴
史
的
史
跡

等
の
発
掘
調
査
、
整
備
保
存
に
関

す
る
こ
と
に
つ
い
て

　
史
跡
藤
ノ
木
古
墳
の
整
備
に
つ

い
て
、
墳
丘
周
辺
の
サ
ザ
ン
カ
・

サ
ツ
キ
等
の
植
栽
工
は
終
わ
り
、

張
り
芝
工
の
準
備
中
で
、
年
内
に

植
栽
工
は
全
て
完
了
す
る
と
の
説

明
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
、
文
化

財
活
用
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
で
あ

り
ま
す
が
、
変
更
内
容
及
び
建
物

整
備
費
の
詳
細
に
つ
い
て
、
各
項

目
ご
と
に
増
額
理
由
に
つ
い
て
詳

細
に
説
明
を
受
け
ま
し
た
。 

　
委
員
よ
り
、
文
化
財
活
用
セ
ン

タ
ー
に
つ
い
て
、
外
構
工
事
費
に

つ
い
て
、
既
設
構
造
物
の
撤
去
費

は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
国

宝
級
展
示
の
あ
り
方
及
び
斑
鳩
の

観
光
と
の
連
携
に
つ
い
て
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。 

        

　
各
課
報
告
事
項
に
つ
い
て

 

　
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
十
号
）
に
つ
い

て
、
斑
鳩
町
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
の
廃

止
に
つ
い
て
、
放
課
後
子
ど
も
プ

ラ
ン
に
つ
い
て
等
の
報
告
を
受
け

ま
し
た
。 

　
　
　
　
　
（
中
西
委
員
長
記
） 

 

斑
鳩
町
の
特
定
の
事
務
を
取

り
扱
わ
せ
る
郵
便
局
の
指
定

等
に
つ
い
て
可
決

　
町
が
発
行
す
る
戸
籍
・
納
税
証

明
書
・
外
国
人
登
録
原
票
記
載
事

項
証
明
書
・
住
民
票
・
戸
籍
の
附

票
・
印
鑑
登
録
証
明
書
発
行
事
務

を
今
日
ま
で
、
竜
田
郵
便
局
・
法

隆
寺
郵
便
局
・
斑
鳩
興
留
郵
便
局

に
委
託
し
て
い
ま
し
た
が
、
郵
政

民
営
化
に
伴
い
、
改
め
て
郵
便
局

（
株
）
と
協
定
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。 

 

　
陳
情
書
等
に
つ
い
て

 

1
意
見
書
採
択
の
お
礼
と
、
奈
良

県
知
事
に
向
け
た
新
た
な
意
見
書

採
択
を
求
め
る
陳
情
書
に
つ
い
て

は
採
択 

2
安
全
な
医
療
と
看
護
・
介
護
の

実
現
、
地
域
医
療
拡
充
を
は
か
る

た
め
、
医
師
・
看
護
師
等
の
大
幅

な
増
員
を
求
め
る
陳
情
書
に
つ
い

て
は
採
択 

3
保
険
で
よ
い
歯
科
医
療
の
実
現

を
求
め
る
意
見
書
採
択
を
求
め
る

陳
情
に
つ
い
て
は
不
採
択 

　
陳
情
書
の
内
容
を
具
体
的
に
実

現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
相
当
の
問

題
が
生
じ
る
事
が
予
想
さ
れ
ま
す

こ
と
か
ら
、
今
回
一
応
不
採
択
と

し
、
今
後
と
も
意
見
書
の
内
容
に

つ
い
て
研
究
し
て
い
き
ま
す
。 

4
介
護
事
業
等
の
担
い
手
確
保
の

た
め
、
「
社
会
福
祉
事
業
に
従
事

す
る
者
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措

置
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
」
（
基

本
指
針
）
の
確
実
な
実
施
を
求
め

る
意
見
書
採
択
の
お
願
い
に
つ
い

て
は
採
択 

 

継
続
審
査
案
件

（
仮
称
）総
合
福
祉
会
館
の
整
備
、

運
営
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 　
十
二
月
八
日
現
在
の
工
事
の
進

捗
率
は
二
十
三
％
で
、
機
械
、
電

気
設
備
工
事
で
は
ス
リ
ー
ブ
管
や

空
配
管
等
を
行
っ
て
お
り
、
平
成

二
十
年
五
月
二
十
八
日
完
成
を
目

指
し
、
概
ね
順
調
に
進
ん
で
い
る

と
の
事
で
あ
り
ま
す
。 

　
一
方
、
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

は
、
完
成
後
多
く
の
町
民
の
方
に

公
平
か
つ
適
正
に
利
用
し
て
い
た

だ
く
た
め
、
斑
鳩
町
（
仮
称
）
総

合
福
祉
会
館
運
営
会
議
設
置
要
綱

を
策
定
、
施
行
し
、
健
康
・
福
祉

関
係
団
体
等
に
委
員
の
推
薦
を
願

い
、
十
三
名
の
委
員
に
よ
り
十
二

月
十
日
に
運
営
会
議
を
開
催
し
、

会
館
の
管
理
・
運
営
及
び
愛
称
募

集
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
ま
し
た
。 

　
そ
の
内
容
は
、
開
館
日
で
は
祝

日
を
除
く
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
で
、

但
し
土
曜
日
に
つ
い
て
は
、
二
階

会
議
室
等
の
貸
館
だ
け
で
、
日
曜
・

祝
日
・
年
末
年
始
を
全
館
休
館
日

と
す
る
こ
と
。
各
フ
ロ
ア
ー
の
開

設
時
間
及
び
貸
館
の
使
用
料
等
に

つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
今

年
度
内
に
運
営
会
議
を
更
に
二
回

程
度
開
催
す
る
と
の
説
明
が
さ
れ

ま
し
た
。 

　
委
員
よ
り
、
施
設
内
容
の
住
民

周
知
に
つ
い
て
、
既
存
施
設
に
な

い
施
設
に
つ
い
て
、
喫
茶
コ
ー
ナ
ー

運
営
に
つ
い
て
、
日
曜
日
を
閉
館

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
使
用
料
の

算
出
根
拠
に
つ
い
て
、
運
営
会
議

委
員
の
男
女
の
割
合
、
運
営
会
議

の
傍
聴
に
つ
い
て
等
の
質
疑
・
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

広
域
連
合
議
会
で
、
後
期
高

齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
が

可
決

 

　
平
成
二
十
年
度
及
び
二
十
一
年

度
の
保
険
料
率
、
均
等
割
額
三
万

九
千
九
百
円
、
所
得
割
の
率
七
・

五
％
、
賦
課
限
度
額
五
十
万
円
、

奈
良
県
の
平
均
一
人
当
た
り
の
平

均
保
険
料
額
は
八
万
三
千
四
百
円
、

二
割
・
五
割
・
七
割
の
軽
減
適
用

後
の
平
均
保
険
料
額
は
七
万
二
千

八
百
円
、
詳
し
く
は
一
月
号
広
報

で
住
民
に
周
知
す
る
と
の
事
で
す
。 

 

　
ご
み
収
集
業
務
の

　
　
　
一
部
委
託
に
つ
い
て

　
公
共
下
水
道
の
整
備
に
伴
い
、

町
が
、
し
尿
の
収
集
運
搬
の
委
託

ま
た
は
浄
化
槽
汚
泥
の
収
集
運
搬

の
許
可
を
し
て
い
る
業
者
に
対
し

て
、
経
営
に
影
響
を
受
け
て
い
る

分
に
つ
い
て
、
代
替
と
な
る
業
務

と
し
て
、
ご
み
収
集
業
務
の
一
部

委
託
し
た
い
旨
報
告
が
あ
り
、
委

員
よ
り
、
業
者
か
ら
の
ご
み
持
込

み
に
つ
い
て
、
特
別
措
置
法
に
つ

い
て
委
託
内
容
に
つ
い
て
等
の
質

疑
・
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
　
　

（
辻
副
委
員
長
記
）  

平群町

三郷町

上牧町

王寺町

河合町

奈良市

大和郡山市

5,000 

5,000 

3,000 

6,000 

5,000 

6,100 

5,000 

5,000 

5,700 

7,000 

6,000 

6,000 

5,650 

8,000 

入園料 保育料

（単位：円）（別 表）
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委員会のうごき委員会のうごき



総 
務
常
任
委
員
会 

　
閉
会
中
の
十
一
月
二
十
六
日
及
び
定
例
会
開
会
中
の
十
二
月
十
一
日

に
全
委
員
出
席
の
も
と
、
委
員
会
を
開
催
し
、
本
会
議
か
ら
付
託
を
受

け
ま
し
た
七
議
案
・
継
続
審
査
案
件
及
び
各
課
報
告
事
項
に
つ
い
て
審

査
を
行
い
、
付
託
議
案
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
議
案
も
満
場
一
致
で
可

決
し
ま
し
た
。厚 生常任委員会 

　本会議から付託を受けた議案と継続審査

案件など審査を行うため、12月12日委員

会を開催しました。

 

　
委
員
会
付
託
議
案
に
つ
い
て

（
一
）
斑
鳩
町
の
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
平
成
十
九
年
度
の
国
家
公
務
員

の
給
与
に
関
す
る
人
事
院
勧
告
に

基
づ
き
、
国
家
公
務
員
の
給
与
改

定
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
に
準
じ
て
当
町
職
員
の
給
与
改

定
を
行
う
も
の
で
す
。
内
容
と
し

て
は
、
給
料
表
の
三
級
以
下
の
若

年
層
に
限
定
し
た
給
料
月
額
の
引

き
上
げ
、
期
末
・
勤
勉
手
当
を
四
・

四
五
ヶ
月
か
ら
四
・
五
ヶ
月
に
引

き
上
げ
、
扶
養
手
当
を
六
千
円
か

ら
六
千
五
百
円
に
引
き
上
げ
る
条

例
の
改
正
で
す
。 

（
二
）
斑
鳩
町
立
幼
稚
園
保
育
料

徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　
町
立
幼
稚
園
の
保
育
料
等
は
、

平
成
十
二
年
度
か
ら
五
千
七
百
円

で
据
置
き
、
入
園
料
は
徴
収
し
て

い
な
か
っ
た
が
、
行
財
政
改
革
の

一
環
と
し
て
受
益
と
負
担
の
適
正

化
を
図
る
観
点
か
ら
、
近
隣
市
町

村
の
状
況
及
び
地
方
交
付
税
の
単

位
費
用
を
参
考
に
見
直
し
を
行
い
、

平
成
二
十
年
度
か
ら
保
育
料
は
五

千
七
百
円
か
ら
六
千
百
円
に
改
定

す
る
と
と
も
に
、
入
園
料
を
新
た

に
五
千
円
徴
収
す
る
た
め
の
条
例

の
改
正
で
す
。 

　
委
員
よ
り
、
近
隣
市
町
村
の
入

園
料
・
保
育
料
と
園
児
一
人
当
た

り
の
町
の
負
担
額
に
つ
い
て
質
問

が
あ
り
、
別
表
通
り
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。 

           

　
園
児
一
人
当
た
り
の
町
の
負
担

額
は
年
間
約
五
十
万
円
で
す
。 

　
ま
た
、
平
成
九
年
度
及
び
平
成

十
二
年
度
の
改
定
時
に
お
い
て
の

取
り
ま
と
め
に
つ
い
て
質
問
が
あ

り
、
理
事
者
よ
り
1
保
育
料
改
定

の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
地

方
交
付
税
（
単
位
費
用
）
に
近
づ

け
る
と
い
う
手
法
に
合
理
性
が
あ

る
。
2
県
内
公
立
幼
稚
園
の
保
育

料
調
べ
に
お
け
る
中
間
五
段
階
を

参
考
に
し
な
が
ら
改
定
額
を
検
討

す
る
事
が
妥
当
と
考
え
る
。
3
平

成
九
年
度
保
育
料
改
定
後
は
三
年

ご
と
に
、
そ
の
状
況
を
判
断
し
て

保
育
料
の
見
直
し
額
に
つ
い
て
検

討
す
る
事
が
望
ま
し
い
。
4
斑
鳩

町
立
幼
稚
園
の
保
育
料
の
改
定
に

あ
た
っ
て
は
、
幼
稚
園
の
保
育
時

間
等
、
保
育
の
内
容
の
充
実
を
図

る
事
を
強
く
求
め
る
。
と
い
っ
た

審
査
結
果
が
出
て
い
る
と
の
回
答

が
あ
り
ま
し
た
。 

（
三
）
奈
良
県
市
町
村
会
館
管
理

組
合
の
解
散
に
つ
い
て
等
関
連
五

議
案
に
つ
い
て

　
こ
れ
ら
の
五
議
案
に
つ
い
て
は

「
奈
良
県
市
町
村
会
館
管
理
組
合
」

「
奈
良
県
市
町
村
非
常
勤
職
員
公

務
災
害
補
償
組
合
」
及
び
「
奈
良

県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
」

の
運
営
に
係
る
事
務
を
合
理
化
し
、

効
率
的
に
処
理
す
る
た
め
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
か
ら
新
た
に
設

立
す
る
「
奈
良
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
」
に
事
務
及
び
財
産
を
継

承
す
る
も
の
で
す
。 

 

　
継
続
審
査
案
件
に
つ
い
て

 

　
斑
鳩
町
に
お
け
る
歴
史
的
史
跡

等
の
発
掘
調
査
、
整
備
保
存
に
関

す
る
こ
と
に
つ
い
て

　
史
跡
藤
ノ
木
古
墳
の
整
備
に
つ

い
て
、
墳
丘
周
辺
の
サ
ザ
ン
カ
・

サ
ツ
キ
等
の
植
栽
工
は
終
わ
り
、

張
り
芝
工
の
準
備
中
で
、
年
内
に

植
栽
工
は
全
て
完
了
す
る
と
の
説

明
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
、
文
化

財
活
用
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
で
あ

り
ま
す
が
、
変
更
内
容
及
び
建
物

整
備
費
の
詳
細
に
つ
い
て
、
各
項

目
ご
と
に
増
額
理
由
に
つ
い
て
詳

細
に
説
明
を
受
け
ま
し
た
。 

　
委
員
よ
り
、
文
化
財
活
用
セ
ン

タ
ー
に
つ
い
て
、
外
構
工
事
費
に

つ
い
て
、
既
設
構
造
物
の
撤
去
費

は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
国

宝
級
展
示
の
あ
り
方
及
び
斑
鳩
の

観
光
と
の
連
携
に
つ
い
て
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。 

        

　
各
課
報
告
事
項
に
つ
い
て

 

　
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
十
号
）
に
つ
い

て
、
斑
鳩
町
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
の
廃

止
に
つ
い
て
、
放
課
後
子
ど
も
プ

ラ
ン
に
つ
い
て
等
の
報
告
を
受
け

ま
し
た
。 

　
　
　
　
　
（
中
西
委
員
長
記
） 

 

斑
鳩
町
の
特
定
の
事
務
を
取

り
扱
わ
せ
る
郵
便
局
の
指
定

等
に
つ
い
て
可
決

　
町
が
発
行
す
る
戸
籍
・
納
税
証

明
書
・
外
国
人
登
録
原
票
記
載
事

項
証
明
書
・
住
民
票
・
戸
籍
の
附

票
・
印
鑑
登
録
証
明
書
発
行
事
務

を
今
日
ま
で
、
竜
田
郵
便
局
・
法

隆
寺
郵
便
局
・
斑
鳩
興
留
郵
便
局

に
委
託
し
て
い
ま
し
た
が
、
郵
政

民
営
化
に
伴
い
、
改
め
て
郵
便
局

（
株
）
と
協
定
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。 

 

　
陳
情
書
等
に
つ
い
て

 

1
意
見
書
採
択
の
お
礼
と
、
奈
良

県
知
事
に
向
け
た
新
た
な
意
見
書

採
択
を
求
め
る
陳
情
書
に
つ
い
て

は
採
択 

2
安
全
な
医
療
と
看
護
・
介
護
の

実
現
、
地
域
医
療
拡
充
を
は
か
る

た
め
、
医
師
・
看
護
師
等
の
大
幅

な
増
員
を
求
め
る
陳
情
書
に
つ
い

て
は
採
択 

3
保
険
で
よ
い
歯
科
医
療
の
実
現

を
求
め
る
意
見
書
採
択
を
求
め
る

陳
情
に
つ
い
て
は
不
採
択 

　
陳
情
書
の
内
容
を
具
体
的
に
実

現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
相
当
の
問

題
が
生
じ
る
事
が
予
想
さ
れ
ま
す

こ
と
か
ら
、
今
回
一
応
不
採
択
と

し
、
今
後
と
も
意
見
書
の
内
容
に

つ
い
て
研
究
し
て
い
き
ま
す
。 

4
介
護
事
業
等
の
担
い
手
確
保
の

た
め
、
「
社
会
福
祉
事
業
に
従
事

す
る
者
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措

置
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
」
（
基

本
指
針
）
の
確
実
な
実
施
を
求
め

る
意
見
書
採
択
の
お
願
い
に
つ
い

て
は
採
択 

 

継
続
審
査
案
件

（
仮
称
）総
合
福
祉
会
館
の
整
備
、

運
営
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 　
十
二
月
八
日
現
在
の
工
事
の
進

捗
率
は
二
十
三
％
で
、
機
械
、
電

気
設
備
工
事
で
は
ス
リ
ー
ブ
管
や

空
配
管
等
を
行
っ
て
お
り
、
平
成

二
十
年
五
月
二
十
八
日
完
成
を
目

指
し
、
概
ね
順
調
に
進
ん
で
い
る

と
の
事
で
あ
り
ま
す
。 

　
一
方
、
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

は
、
完
成
後
多
く
の
町
民
の
方
に

公
平
か
つ
適
正
に
利
用
し
て
い
た

だ
く
た
め
、
斑
鳩
町
（
仮
称
）
総

合
福
祉
会
館
運
営
会
議
設
置
要
綱

を
策
定
、
施
行
し
、
健
康
・
福
祉

関
係
団
体
等
に
委
員
の
推
薦
を
願

い
、
十
三
名
の
委
員
に
よ
り
十
二

月
十
日
に
運
営
会
議
を
開
催
し
、

会
館
の
管
理
・
運
営
及
び
愛
称
募

集
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
ま
し
た
。 

　
そ
の
内
容
は
、
開
館
日
で
は
祝

日
を
除
く
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
で
、

但
し
土
曜
日
に
つ
い
て
は
、
二
階

会
議
室
等
の
貸
館
だ
け
で
、
日
曜
・

祝
日
・
年
末
年
始
を
全
館
休
館
日

と
す
る
こ
と
。
各
フ
ロ
ア
ー
の
開

設
時
間
及
び
貸
館
の
使
用
料
等
に

つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
今

年
度
内
に
運
営
会
議
を
更
に
二
回

程
度
開
催
す
る
と
の
説
明
が
さ
れ

ま
し
た
。 

　
委
員
よ
り
、
施
設
内
容
の
住
民

周
知
に
つ
い
て
、
既
存
施
設
に
な

い
施
設
に
つ
い
て
、
喫
茶
コ
ー
ナ
ー

運
営
に
つ
い
て
、
日
曜
日
を
閉
館

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
使
用
料
の

算
出
根
拠
に
つ
い
て
、
運
営
会
議

委
員
の
男
女
の
割
合
、
運
営
会
議

の
傍
聴
に
つ
い
て
等
の
質
疑
・
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

広
域
連
合
議
会
で
、
後
期
高

齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
が

可
決

 

　
平
成
二
十
年
度
及
び
二
十
一
年

度
の
保
険
料
率
、
均
等
割
額
三
万

九
千
九
百
円
、
所
得
割
の
率
七
・

五
％
、
賦
課
限
度
額
五
十
万
円
、

奈
良
県
の
平
均
一
人
当
た
り
の
平

均
保
険
料
額
は
八
万
三
千
四
百
円
、

二
割
・
五
割
・
七
割
の
軽
減
適
用

後
の
平
均
保
険
料
額
は
七
万
二
千

八
百
円
、
詳
し
く
は
一
月
号
広
報

で
住
民
に
周
知
す
る
と
の
事
で
す
。 

 

　
ご
み
収
集
業
務
の

　
　
　
一
部
委
託
に
つ
い
て

　
公
共
下
水
道
の
整
備
に
伴
い
、

町
が
、
し
尿
の
収
集
運
搬
の
委
託

ま
た
は
浄
化
槽
汚
泥
の
収
集
運
搬

の
許
可
を
し
て
い
る
業
者
に
対
し

て
、
経
営
に
影
響
を
受
け
て
い
る

分
に
つ
い
て
、
代
替
と
な
る
業
務

と
し
て
、
ご
み
収
集
業
務
の
一
部

委
託
し
た
い
旨
報
告
が
あ
り
、
委

員
よ
り
、
業
者
か
ら
の
ご
み
持
込

み
に
つ
い
て
、
特
別
措
置
法
に
つ

い
て
委
託
内
容
に
つ
い
て
等
の
質

疑
・
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
　
　

（
辻
副
委
員
長
記
）  

平群町

三郷町

上牧町

王寺町

河合町

奈良市

大和郡山市

5,000 

5,000 

3,000 

6,000 

5,000 

6,100 

5,000 

5,000 

5,700 

7,000 

6,000 

6,000 

5,650 

8,000 

入園料 保育料

（単位：円）（別 表）
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委員会のうごき委員会のうごき
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委員会のうごき委員会のうごき

　
十
二
月
十
日
全
委
員
出
席
の
も
と
、
本
会
議
か
ら
付
託
を
受
け
た
一
議

案
を
慎
重
に
審
議
を
し
、
見
解
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　
ま
た
、
都
市
基
盤
整
備
事
業
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
継
続
審
査
事

案
な
ど
に
つ
い
て
調
査
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
、
公
共
下
水
道
の
陳

情
書
に
つ
い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

建 
設
水
道
常
任
委
員
会 

　
十
二
月
十
三
日
全
委
員
出
席
の
も
と
委
員
会
を
開
催
し
、
本
会
議
か
ら

付
託
を
受
け
た
六
議
案
に
つ
い
て
審
議
を
致
し
ま
し
た
。

予 
算
常
任
委
員
会 

 

　
委
員
会
付
託
議
案
に
つ
い
て

 

　
　

◎
陳
情
第
六
号
、
公
共
下
水
道
に

つ
い
て
の
陳
情
書
に
つ
い
て

　
初
め
に
、
事
務
局
よ
り
陳
情
書

朗
読
の
後
、
「
公
共
下
水
道
に
つ

い
て
の
陳
情
書
に
関
す
る
意
見
書
」

を
踏
ま
え
て
審
議
し
ま
し
た
。 

（
委
員
）
平
成
十
四
年
十
二
月
に

制
定
さ
れ
た
下
水
道
工
事
に
関
す

る
条
例
等
に
つ
い
て 

（
町
）
平
成
十
四
年
三
月
か
ら
五

月
、
六
月
、
八
月
、
九
月
の
委
員

会
に
お
い
て
下
水
道
使
用
料
金
及

び
加
入
利
用
方
法
、
財
政
計
画
、

収
支
計
画
、
改
造
費
用
、
工
事
店

等
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
そ
の

後
、
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
、

第
五
回
定
例
会
最
終
日
に
満
場
一

致
に
よ
り
議
決
さ
れ
ま
し
た
。 

（
委
員
）
こ
の
陳
情
書
が
出
さ
れ

て
い
る
前
提
に
つ
い
て
、
排
水
設

備
工
事
店
の
制
度
を
廃
止
す
る
目

的
で
陳
情
・
署
名
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
地
元
説
明
会
で

は
、
本
管
・
公
共
ま
す
、
排
水
設

備
工
事
や
下
水
道
料
金
等
、
受
益

者
負
担
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て

い
る
。
し
か
し
、
実
際
、
工
事
を

す
る
と
色
々
不
満
等
が
あ
り
納
得

で
き
な
い
。
こ
の
陳
情
に
書
い
て

い
る
よ
う
な
、
陳
情
・
署
名
活
動

に
よ
っ
て
、
排
水
設
備
工
事
が
止

ま
っ
た
の
で
は
な
い
。 

（
委
員
）
排
水
設
備
工
事
指
定
制

度
の
認
定
基
準
と
制
度
を
適
用
し

な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て 

（
町
）
指
定
の
基
準
は
、
町
の
監

督
と
住
民
か
ら
の
連
絡
が
円
滑
に

行
え
る
よ
う
法
令
を
遵
守
し
、
排

水
設
備
工
事
を
適
切
に
設
計
・
施

工
す
る
た
め
の
、
責
任
技
術
者
の

専
属
を
義
務
づ
け
る
等
の
基
準
で

す
。
認
定
制
度
を
適
用
し
な
か
っ

た
場
合
、
業
者
の
把
握
や
接
続
工

事
費
や
施
工
・
維
持
管
理
上
の
ト

ラ
ブ
ル
に
対
処
で
き
な
く
な
り
、

悪
徳
な
訪
問
セ
ー
ル
ス
な
ど
の
詐

欺
行
為
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
、

住
民
の
方
々
に
不
便
や
ご
迷
惑
を

か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

              

　
陳
情
書
に
対
す
る
見
解
に

　
つ
い
て
の
賛
否
の
意
見

 

▽
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
異
議

を
申
し
あ
げ
る
。
よ
っ
て
下
水
道

条
例
の
一
部
改
正
を
求
め
る
立
場

で
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
反
対
と

の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
　 

▼
公
共
下
水
道
事
業
に
対
し
て
混

乱
が
起
き
て
い
る
状
態
の
中
で
、

も
う
一
度
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
徹

底
的
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
異
議
な
し

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

　
以
上
、
こ
の
陳
情
書
に
つ
い
て

は
、
賛
否
が
あ
り
ま
し
た
が
、
委

員
長
報
告
の
中
で
賛
否
も
含
め
て

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
の
事
で

ま
と
ま
り
ま
し
た
。 

　
　
　
　 

『
公
共
下
水
道
に
つ
い
て
の
陳

情
書
に
対
す
る
見
解
』に
つ
い
て

 

　 

公
共
下
水
道
事
業
は
、
ご
存

知
の
よ
う
に
快
適
な
住
環
境
を
築

き
、
公
衆
衛
生
を
向
上
さ
せ
る
と

共
に
、
河
川
等
公
共
水
域
の
水
質

保
全
を
図
る
た
め
の
重
要
な
事
業

で
す
。 

　
斑
鳩
町
議
会
の
建
設
水
道
常
任

委
員
会
は
、
下
水
道
条
例
関
係
に

つ
い
て
、
平
成
十
四
年
三
月
定
例

会
か
ら
平
成
十
四
年
十
二
月
の
定

例
会
ま
で
審
議
を
行
い
、
条
例
上

程
の
直
前
に
全
員
協
議
会
を
開
催

し
、
斑
鳩
町
下
水
道
条
例
に
つ
い

て
審
議
し
た
後
、
全
議
員
が
満
場

一
致
で
議
決
い
た
し
ま
し
た
。
ご

心
配
さ
れ
て
い
る
斑
鳩
町
排
水
設

備
指
定
店
制
度
に
つ
い
て
は
、
公

共
下
水
道
へ
の
接
続
す
る
た
め
の

専
門
的
な
技
術
と
資
格
を
持
ち
、

公
共
下
水
道
へ
の
重
要
な
役
割
を

果
た
す
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。 

　
平
成
十
七
年
四
月
か
ら
一
部
地

域
で
供
用
開
始
し
、
そ
の
後
、
下

水
道
工
事
整
備
が
進
む
中
、
公
共

下
水
道
に
対
す
る
ご
理
解
と
ご
協

力
を
得
る
た
め
、
啓
発
等
の
周
知

を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
今
後
も

平
成
十
四
年
十
二
月
に
制
定
さ
れ

た
斑
鳩
町
下
水
道
条
例
に
基
づ
き
、

公
共
下
水
道
普
及
向
上
の
た
め
住

民
の
方
へ
の
周
知
を
行
い
、
安
心

し
て
公
共
下
水
道
の
接
続
工
事
が

で
き
る
よ
う
、
ま
た
、
ご
利
用
い

た
だ
け
る
よ
う
全
力
で
取
り
組
ん

で
参
り
ま
す
。 

 

　
以
上
、
公
共
下
水
道
に
つ
い
て

の
陳
情
書
に
対
す
る
見
解
の
取
り

ま
と
め
と
し
ま
す
。 

　
　
　
　
　
（
飯
�
委
員
長
記
） 

 

　
付
託
議
案
に
つ
い
て

 

　
　

＊
今
回
、
大
き
な
柱
と
し
て
、
人

事
異
動
と
人
事
院
勧
告
の
影
響
に

よ
る
人
件
費
の
補
正
が
一
般
会
計

予
算
、
各
特
別
会
計
予
算
の
な
か

で
行
わ
れ
ま
し
た
。 

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算
に
つ
い
て

　
主
な
内
容
は
、
西
小
学
校
区
三

代
川
沿
い
の
通
学
路
改
修
費
の
追

加
、
ま
た
既
存
木
造
住
宅
耐
震
診

断
補
助
金
の
五
件
分
の
追
加
、
さ

ら
に
来
年
度
の
私
立
幼
稚
園
就
園

奨
励
費
と
し
て
二
十
三
人
分
の
追

加
等
で
し
た
。 

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
通
学
路
整
備
の
優
先
順
位

は
ど
う
や
っ
て
決
め
て
い
る
の
か
。

転
落
防
止
柵
設
置
の
基
準
は
あ
る

の
か
。 

（
答
）
危
険
度
の
高
い
と
こ
ろ
か

ら
地
元
要
望
も
加
味
し
な
が
ら
改

善
し
て
い
る
。
柵
設
置
の
基
準
は

な
い
、
現
場
を
見
て
判
断
し
て
い

る
。 

（
問
）
幼
稚
園
の
就
園
状
況
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。
幼
稚
園
と
保

育
園
で
格
差
は
あ
る
の
か
。
幼
保

一
元
化
の
動
き
に
つ
い
て
。
来
年

度
以
降
の
幼
稚
園
保
育
料
・
入
園

料
値
上
げ
の
説
明
は
し
て
い
る
か
。 

（
答
）
町
立
幼
稚
園
の
就
園
状
況

は
昨
年
と
比
較
し
て
も
差
は
な
い
。

幼
稚
園
と
保
育
園
は
目
的
が
異
な

る
が
格
差
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

幼
保
一
元
化
は
他
の
自
治
体
で
は

試
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

全
体
と
し
て
大
き
く
進
展
す
る
状

況
で
は
な
い
。
保
育
料
・
入
園
料

の
値
上
げ
は
、
八
月
の
段
階
で
は
、

金
額
ま
で
は
説
明
し
て
い
な
い
。

議
会
の
議
決
を
得
て
か
ら
、
保
護

者
に
金
額
も
示
し
、
理
解
を
求
め

て
い
き
た
い
。 

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

に
つ
い
て 

　
主
な
内
容
は
、
高
齢
受
給
者
証

の
再
発
行
や
奈
良
国
民
健
康
保
険

連
合
会
と
情
報
交
換
を
行
う
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築
費
用
の
追
加
等

で
し
た
。 

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
高
齢
受
給
者
証
の
発
行
時

期
は
い
つ
か
、
対
象
者
が
混
乱
し

な
い
よ
う
な
対
応
を
。 

（
答
）
高
齢
受
給
者
証
は
少
な
く

と
も
三
月
中
ま
で
に
対
象
者
に
届

く
よ
う
に
対
応
し
た
い
。 

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
老
人
保

健
特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て 

　
主
な
内
容
は
、
老
人
保
健
法
の

規
定
に
基
づ
く
、
国
・
県
・
町
の

負
担
分
の
追
加
で
し
た
。 

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
当
初
見
込
み
よ
り
、
一
億

六
千
三
百
万
円
と
い
う
大
き
な
金

額
の
追
加
だ
が
、
要
因
は
何
か
。 

来
年
度
に
向
け
て
の
健
康
増
進
策

に
つ
い
て
。 

（
答
）
通
院
と
訪
問
看
護
の
金
額

が
増
え
て
お
り
、
一
人
当
た
り
の

診
療
内
容
が
濃
く
な
っ
て
い
る
。

来
年
度
よ
り
、
特
定
検
診
に
移
行

す
る
が
、
五
年
後
に
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
患
者
及
び
予

備
群
を
十
％
減
ら
す
目
標
を
立
て

て
、
保
健
事
業
を
実
施
す
る
計
画

を
立
て
て
い
る
。 

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
公
共
下

水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
に

つ
い
て

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ

い
て

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

　
以
上
三
議
案
の
主
な
内
容
は
、

人
事
異
動
と
人
事
院
勧
告
の
影
響

に
よ
る
人
件
費
の
補
正
で
し
た
。 

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
下
水
道
事
業
で
は
、
業
務

が
増
え
て
い
る
が
職
員
数
は
適
正

に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
。 

（
答
）
現
在
の
人
員
で
対
処
で
き

て
い
る
。 

　
以
上
、
六
議
案
は
す
べ
て
原
案

通
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

　
そ
の
他
に
つ
い
て 

 
（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
新
た
に
購
入
し
た
公
用
車

の
購
入
金
額
、
購
入
方
法
、
購
入

の
経
緯
に
つ
い
て
。 

（
答
）
町
長
車
、
議
長
車
を
廃
止

す
る
と
公
用
車
が
足
り
な
く
な
る

の
で
、
他
の
職
員
も
共
通
し
て
使

う
と
い
う
こ
と
で
新
た
に
一
台
購

入
し
た
。
購
入
金
額
は
、
本
体
価

格
、
手
数
料
、
税
金
込
み
で
百
二

十
四
万
五
千
八
百
十
円
で
あ
る
。

購
入
方
法
は
町
の
自
動
車
協
会
の

代
表
に
相
談
し
て
購
入
し
た
。 

　
新
車
購
入
や
リ
ー
ス
の
際
は
指

名
競
争
入
札
を
行
っ
て
い
る
が
、

中
古
車
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

に
も
町
の
希
望
価
格
に
あ
う
も
の

を
購
入
し
て
き
た
。 

と
の
質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
　
　
　
　
（
木
澤
委
員
長
記
） 

 

排水設備工事（公共下水道に接続する工事）
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委員会のうごき委員会のうごき

　
十
二
月
十
日
全
委
員
出
席
の
も
と
、
本
会
議
か
ら
付
託
を
受
け
た
一
議

案
を
慎
重
に
審
議
を
し
、
見
解
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　
ま
た
、
都
市
基
盤
整
備
事
業
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
継
続
審
査
事

案
な
ど
に
つ
い
て
調
査
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
、
公
共
下
水
道
の
陳

情
書
に
つ
い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

建 
設
水
道
常
任
委
員
会 

　
十
二
月
十
三
日
全
委
員
出
席
の
も
と
委
員
会
を
開
催
し
、
本
会
議
か
ら

付
託
を
受
け
た
六
議
案
に
つ
い
て
審
議
を
致
し
ま
し
た
。

予 
算
常
任
委
員
会 

 

　
委
員
会
付
託
議
案
に
つ
い
て

 

　
　

◎
陳
情
第
六
号
、
公
共
下
水
道
に

つ
い
て
の
陳
情
書
に
つ
い
て

　
初
め
に
、
事
務
局
よ
り
陳
情
書

朗
読
の
後
、
「
公
共
下
水
道
に
つ

い
て
の
陳
情
書
に
関
す
る
意
見
書
」

を
踏
ま
え
て
審
議
し
ま
し
た
。 

（
委
員
）
平
成
十
四
年
十
二
月
に

制
定
さ
れ
た
下
水
道
工
事
に
関
す

る
条
例
等
に
つ
い
て 

（
町
）
平
成
十
四
年
三
月
か
ら
五

月
、
六
月
、
八
月
、
九
月
の
委
員

会
に
お
い
て
下
水
道
使
用
料
金
及

び
加
入
利
用
方
法
、
財
政
計
画
、

収
支
計
画
、
改
造
費
用
、
工
事
店

等
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
そ
の

後
、
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
、

第
五
回
定
例
会
最
終
日
に
満
場
一

致
に
よ
り
議
決
さ
れ
ま
し
た
。 

（
委
員
）
こ
の
陳
情
書
が
出
さ
れ

て
い
る
前
提
に
つ
い
て
、
排
水
設

備
工
事
店
の
制
度
を
廃
止
す
る
目

的
で
陳
情
・
署
名
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
地
元
説
明
会
で

は
、
本
管
・
公
共
ま
す
、
排
水
設

備
工
事
や
下
水
道
料
金
等
、
受
益

者
負
担
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て

い
る
。
し
か
し
、
実
際
、
工
事
を

す
る
と
色
々
不
満
等
が
あ
り
納
得

で
き
な
い
。
こ
の
陳
情
に
書
い
て

い
る
よ
う
な
、
陳
情
・
署
名
活
動

に
よ
っ
て
、
排
水
設
備
工
事
が
止

ま
っ
た
の
で
は
な
い
。 

（
委
員
）
排
水
設
備
工
事
指
定
制

度
の
認
定
基
準
と
制
度
を
適
用
し

な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て 

（
町
）
指
定
の
基
準
は
、
町
の
監

督
と
住
民
か
ら
の
連
絡
が
円
滑
に

行
え
る
よ
う
法
令
を
遵
守
し
、
排

水
設
備
工
事
を
適
切
に
設
計
・
施

工
す
る
た
め
の
、
責
任
技
術
者
の

専
属
を
義
務
づ
け
る
等
の
基
準
で

す
。
認
定
制
度
を
適
用
し
な
か
っ

た
場
合
、
業
者
の
把
握
や
接
続
工

事
費
や
施
工
・
維
持
管
理
上
の
ト

ラ
ブ
ル
に
対
処
で
き
な
く
な
り
、

悪
徳
な
訪
問
セ
ー
ル
ス
な
ど
の
詐

欺
行
為
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
、

住
民
の
方
々
に
不
便
や
ご
迷
惑
を

か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

              

　
陳
情
書
に
対
す
る
見
解
に

　
つ
い
て
の
賛
否
の
意
見

 

▽
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
異
議

を
申
し
あ
げ
る
。
よ
っ
て
下
水
道

条
例
の
一
部
改
正
を
求
め
る
立
場

で
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
反
対
と

の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
　 

▼
公
共
下
水
道
事
業
に
対
し
て
混

乱
が
起
き
て
い
る
状
態
の
中
で
、

も
う
一
度
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
徹

底
的
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
異
議
な
し

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

　
以
上
、
こ
の
陳
情
書
に
つ
い
て

は
、
賛
否
が
あ
り
ま
し
た
が
、
委

員
長
報
告
の
中
で
賛
否
も
含
め
て

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
の
事
で

ま
と
ま
り
ま
し
た
。 

　
　
　
　 

『
公
共
下
水
道
に
つ
い
て
の
陳

情
書
に
対
す
る
見
解
』に
つ
い
て

 

　 

公
共
下
水
道
事
業
は
、
ご
存

知
の
よ
う
に
快
適
な
住
環
境
を
築

き
、
公
衆
衛
生
を
向
上
さ
せ
る
と

共
に
、
河
川
等
公
共
水
域
の
水
質

保
全
を
図
る
た
め
の
重
要
な
事
業

で
す
。 

　
斑
鳩
町
議
会
の
建
設
水
道
常
任

委
員
会
は
、
下
水
道
条
例
関
係
に

つ
い
て
、
平
成
十
四
年
三
月
定
例

会
か
ら
平
成
十
四
年
十
二
月
の
定

例
会
ま
で
審
議
を
行
い
、
条
例
上

程
の
直
前
に
全
員
協
議
会
を
開
催

し
、
斑
鳩
町
下
水
道
条
例
に
つ
い

て
審
議
し
た
後
、
全
議
員
が
満
場

一
致
で
議
決
い
た
し
ま
し
た
。
ご

心
配
さ
れ
て
い
る
斑
鳩
町
排
水
設

備
指
定
店
制
度
に
つ
い
て
は
、
公

共
下
水
道
へ
の
接
続
す
る
た
め
の

専
門
的
な
技
術
と
資
格
を
持
ち
、

公
共
下
水
道
へ
の
重
要
な
役
割
を

果
た
す
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。 

　
平
成
十
七
年
四
月
か
ら
一
部
地

域
で
供
用
開
始
し
、
そ
の
後
、
下

水
道
工
事
整
備
が
進
む
中
、
公
共

下
水
道
に
対
す
る
ご
理
解
と
ご
協

力
を
得
る
た
め
、
啓
発
等
の
周
知

を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
今
後
も

平
成
十
四
年
十
二
月
に
制
定
さ
れ

た
斑
鳩
町
下
水
道
条
例
に
基
づ
き
、

公
共
下
水
道
普
及
向
上
の
た
め
住

民
の
方
へ
の
周
知
を
行
い
、
安
心

し
て
公
共
下
水
道
の
接
続
工
事
が

で
き
る
よ
う
、
ま
た
、
ご
利
用
い

た
だ
け
る
よ
う
全
力
で
取
り
組
ん

で
参
り
ま
す
。 

 

　
以
上
、
公
共
下
水
道
に
つ
い
て

の
陳
情
書
に
対
す
る
見
解
の
取
り

ま
と
め
と
し
ま
す
。 

　
　
　
　
　
（
飯
�
委
員
長
記
） 

 

　
付
託
議
案
に
つ
い
て

 

　
　

＊
今
回
、
大
き
な
柱
と
し
て
、
人

事
異
動
と
人
事
院
勧
告
の
影
響
に

よ
る
人
件
費
の
補
正
が
一
般
会
計

予
算
、
各
特
別
会
計
予
算
の
な
か

で
行
わ
れ
ま
し
た
。 

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算
に
つ
い
て

　
主
な
内
容
は
、
西
小
学
校
区
三

代
川
沿
い
の
通
学
路
改
修
費
の
追

加
、
ま
た
既
存
木
造
住
宅
耐
震
診

断
補
助
金
の
五
件
分
の
追
加
、
さ

ら
に
来
年
度
の
私
立
幼
稚
園
就
園

奨
励
費
と
し
て
二
十
三
人
分
の
追

加
等
で
し
た
。 

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
通
学
路
整
備
の
優
先
順
位

は
ど
う
や
っ
て
決
め
て
い
る
の
か
。

転
落
防
止
柵
設
置
の
基
準
は
あ
る

の
か
。 

（
答
）
危
険
度
の
高
い
と
こ
ろ
か

ら
地
元
要
望
も
加
味
し
な
が
ら
改

善
し
て
い
る
。
柵
設
置
の
基
準
は

な
い
、
現
場
を
見
て
判
断
し
て
い

る
。 

（
問
）
幼
稚
園
の
就
園
状
況
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。
幼
稚
園
と
保

育
園
で
格
差
は
あ
る
の
か
。
幼
保

一
元
化
の
動
き
に
つ
い
て
。
来
年

度
以
降
の
幼
稚
園
保
育
料
・
入
園

料
値
上
げ
の
説
明
は
し
て
い
る
か
。 

（
答
）
町
立
幼
稚
園
の
就
園
状
況

は
昨
年
と
比
較
し
て
も
差
は
な
い
。

幼
稚
園
と
保
育
園
は
目
的
が
異
な

る
が
格
差
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

幼
保
一
元
化
は
他
の
自
治
体
で
は

試
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

全
体
と
し
て
大
き
く
進
展
す
る
状

況
で
は
な
い
。
保
育
料
・
入
園
料

の
値
上
げ
は
、
八
月
の
段
階
で
は
、

金
額
ま
で
は
説
明
し
て
い
な
い
。

議
会
の
議
決
を
得
て
か
ら
、
保
護

者
に
金
額
も
示
し
、
理
解
を
求
め

て
い
き
た
い
。 

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

に
つ
い
て 

　
主
な
内
容
は
、
高
齢
受
給
者
証

の
再
発
行
や
奈
良
国
民
健
康
保
険

連
合
会
と
情
報
交
換
を
行
う
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築
費
用
の
追
加
等

で
し
た
。 

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
高
齢
受
給
者
証
の
発
行
時

期
は
い
つ
か
、
対
象
者
が
混
乱
し

な
い
よ
う
な
対
応
を
。 

（
答
）
高
齢
受
給
者
証
は
少
な
く

と
も
三
月
中
ま
で
に
対
象
者
に
届

く
よ
う
に
対
応
し
た
い
。 

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
老
人
保

健
特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て 

　
主
な
内
容
は
、
老
人
保
健
法
の

規
定
に
基
づ
く
、
国
・
県
・
町
の

負
担
分
の
追
加
で
し
た
。 

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
当
初
見
込
み
よ
り
、
一
億

六
千
三
百
万
円
と
い
う
大
き
な
金

額
の
追
加
だ
が
、
要
因
は
何
か
。 

来
年
度
に
向
け
て
の
健
康
増
進
策

に
つ
い
て
。 

（
答
）
通
院
と
訪
問
看
護
の
金
額

が
増
え
て
お
り
、
一
人
当
た
り
の

診
療
内
容
が
濃
く
な
っ
て
い
る
。

来
年
度
よ
り
、
特
定
検
診
に
移
行

す
る
が
、
五
年
後
に
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
患
者
及
び
予

備
群
を
十
％
減
ら
す
目
標
を
立
て

て
、
保
健
事
業
を
実
施
す
る
計
画

を
立
て
て
い
る
。 

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
公
共
下

水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
に

つ
い
て

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ

い
て

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

　
以
上
三
議
案
の
主
な
内
容
は
、

人
事
異
動
と
人
事
院
勧
告
の
影
響

に
よ
る
人
件
費
の
補
正
で
し
た
。 

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
下
水
道
事
業
で
は
、
業
務

が
増
え
て
い
る
が
職
員
数
は
適
正

に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
。 

（
答
）
現
在
の
人
員
で
対
処
で
き

て
い
る
。 

　
以
上
、
六
議
案
は
す
べ
て
原
案

通
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

　
そ
の
他
に
つ
い
て 

 

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
新
た
に
購
入
し
た
公
用
車

の
購
入
金
額
、
購
入
方
法
、
購
入

の
経
緯
に
つ
い
て
。 

（
答
）
町
長
車
、
議
長
車
を
廃
止

す
る
と
公
用
車
が
足
り
な
く
な
る

の
で
、
他
の
職
員
も
共
通
し
て
使

う
と
い
う
こ
と
で
新
た
に
一
台
購

入
し
た
。
購
入
金
額
は
、
本
体
価

格
、
手
数
料
、
税
金
込
み
で
百
二

十
四
万
五
千
八
百
十
円
で
あ
る
。

購
入
方
法
は
町
の
自
動
車
協
会
の

代
表
に
相
談
し
て
購
入
し
た
。 

　
新
車
購
入
や
リ
ー
ス
の
際
は
指

名
競
争
入
札
を
行
っ
て
い
る
が
、

中
古
車
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

に
も
町
の
希
望
価
格
に
あ
う
も
の

を
購
入
し
て
き
た
。 

と
の
質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
　
　
　
　
（
木
澤
委
員
長
記
） 

 

排水設備工事（公共下水道に接続する工事）
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　１２月定例会では「奈良県で働く医師・看護師を具体的に増やすための施策の実施を求める

意見書」ほか２件が委員会提案され、満場一致で、「道路整備のための安定的な財源確保に関

する意見書」１件が議員提案され、賛成多数で、それぞれ可決しました。
政府関係機関等に4件の意見書を送付政府関係機関等に4件の意見書を送付

介護事業等の担い手確保のため、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための
措置に関する基本的な指針」（基本指針）の確実な実施を求める意見書

　介護保険がスタートし、７年が経過した。必要な介護が受けられない、虚偽の指定申請及び人員基準違反など介護

報酬の不正請求などの問題もおこっており、制度見直しの必要性も出ている。特に、介護の人員確保が進まず、深刻

な人員不足によってサービスの質の低下、事業所の縮小・閉鎖という事態が広がっていることに対しては、早急に取

り組まなければならない。

　すでに社会保障審議会福祉部会が、介護・福祉分野での人手不足の問題を集中的に審議し、７月２６日の部会で、

国、地方公共団体、経営者の責務など「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」

を諮問している。案では、「福祉・介護サービス分野は最も人材の確保に真剣に取り組んでいかなければならない分

野の一つであり、福祉・介護サービスの仕事がこうした少子高齢化社会を支える働きがいのある、魅力ある職業とし

て社会的に認知され、今後さらに拡大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高い人材を安定的に確保していくこと

が、今や国民生活に関わる喫緊の課題である。」とし、経営者ら「関係団体、並びに国及び地方公共団体が十分な連

携の下、この指針に基づき、それぞれ必要な措置を講じ、福祉・介護サービス分野において質の高い人材の確保に努

めることが必要である。」としている。そして、「人材確保の方策」のトップには「労働環境の整備の推進等」をもっ

てきて、賃金では国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすること、（経営者には）事業収入の適切な配分、（国には）

適切な水準の介護報酬等の設定を求めている。また、労働時間や職員配置についても指針が出されている。

　「安・長・重」（賃金は安く、長時間労働、重労働）を揶揄（やゆ）される労働環境を改善し、職業としての魅力

を高めなければさらに離職率は高くなり、介護職等を目指す人も少なくなり、国民は必要な介護等も受けられなくな

る。待遇改善は「基本指針」でも明確に示されており、その実現を国、地方自治体、事業主が責任をもち、取り組ま

なければならない。

　国、県におかれては、「基本指針」を実現するための介護報酬の改善はじめ、そのための必要な財政措置など実施

すること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

　平成１９年１２月１９日

奈良県斑鳩町議会

道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書

　道路は、住民の生活や経済・社会活動を支える最も基礎的な施設であり、その整備をより一層推進することが必要

不可欠である。

　斑鳩町は、法隆寺周辺の仏教建造物が世界遺産に登録されており、歴史、文化、自然に配慮した道路整備を推進す

ることとしている。

　しかしながら、本町の道路整備の状況は依然として低く、幹線道路の整備として都市計画道路の整備促進を図って

いるところである。

　また、歩行者や通行車両等安全確保の面でも道路整備が強く望まれている。これらの問題解決のため、今後も長期

的に安定した財源を確保し、計画的に道路整備の促進を図る必要がある。

　そこで、このような状況を改善するため、以下の事項について強く要望する。

　一、受益負担という道路特定財源の趣旨に反することなく、道路整備のための安定的な財源を確保すること。

　一、各地方で行われる道路整備が滞ることなく着実に進むよう、平成２０年度以降も下記を措置すること。

　　イ　道路特定財源諸税の暫定税率を延長すること

　　ロ　地方道路整備臨時交付金制度を継続すること

　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

　平成１９年１２月１９日

奈良県斑鳩町議会

奈良県で働く医師・看護師を具体的に増やすための施策の実施を求める意見書

　奈良県の医師・看護師不足は深刻である。奈良県の看護数は、人口１０万人あたり７６３．２人（全国平均８９７．
７人・全国４１位）と全国平均を大きく下回っています。また、奈良県の医師数は、人口１０万人あたり１９６．７
人（全国平均２０１人）、産科医については人口比で全国４２位という状況である。この医師・看護師の不足は、昨
年起きた妊婦が出産中に転送先の病院で死亡する事態や、救急受け入れ困難で妊婦が死産するという痛ましい事態の
背景にもなっている。また、医師・看護師の不足による病院の閉鎖、病棟の縮小もおこっており、地域医療に深刻な
影響が出ている。こうした危機的な状況を打開することは、県民の切実な要求である。医師・看護師の増員を求める
意見書も県議会はじめ、３５もの市町村議会で採択されており、県民が安心して医療が受けられるように、国への働
きかけはもちろん、県として下記のとおり、医師、看護師を増やすための施策、そのための財政保障を実現していた
だくよう要望するものである。

記
　１．奈良県の看護師不足について、必要な調査を行い、その原因の分析、対策を検討する検討会を早急に設置し、

奈良県の看護師受給計画を見直すこと。
　２．静岡方式の導入など潜在看護師の再就業支援策を抜本的に見直すこと。また、再就業ならびに離職予防のため、

院内保育所の拡充を進めること。
　３．看護師修学資金制度を大学や公立看護学校も対象にするなど拡充すること。県立看護学校の専任教員数を８名

とすること。
　４．奈良医大の医学部定数を１０名（国の方針の５名増に加え、すでに国の要請で削減した５名の復活）増やすこと。
　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
　平成１９年１２月１９日

奈良県斑鳩町議会

医師・看護師等の大幅な増員を求める意見書

　第１６６回通常国会において、「１．医師・看護師など医療従事者の大幅に増員すること。２．看護職員の配置基
準を「夜間は患者１０人に対して１人以上、日勤帯は患者４人に対して１人以上」とするなど、抜本的に改善するこ
と。３．夜勤日数を月８日以内に規制するなど『看護職員確保法』等を改正すること。」の請願が採択された。
　いま医療現場の実態はかつてなく過酷になっており、医師や看護師等の不足が深刻化している。看護師は仕事に追
い回されて疲れ果て、「充分な看護が提供できている」と考えているのは看護師の１割にも届かず、４分の３が「辞
めたい」と思っているほどである。医師の勤務実態も深刻で、日本医労連のアンケート調査では、８割以上の勤務医
が月３回は３２時間連続勤務を行い、３割を超える医師が「過労死ラインの月８０時間以上」の時間外労働を強いら
れ、女性医師の６割以上が妊娠時の異常を経験し、５割以上の医師が職場を辞めたいと考えていることも明らかになっ
た。
　奈良県でも、医師・看護師の確保が困難なため、産科、小児科はじめ、診療科の縮小や病棟を閉鎖する病院が後を
絶たない。また「医師、看護師の確保がむずかしい」ことを理由に病院自体を閉院してしまうケースも生まれている。
県内の地域医療が崩壊してしまうことさえ危惧される。
　こうした危機的な状況を打開することは国民の切実で緊急な願いとなっている。
　よって政府におかれては、医療現場での大幅増員を保障する医師・看護職員等の確保対策を抜本的に強化されるよ
う要望する。

記
　１．国会で採択された請願内容に基づき、看護師等を大幅に増員するため、月８日以内に夜勤を規制するなど「看

護職員確保法」を改善すること
　２．医師の養成を大幅に増やし、勤務条件の改善をはかるため、医師確保に向けた法律を制定すること
　３．社会保障費の削減をやめ医師・看護師等の大幅増員に必要な財政措置を講ずること
　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
　平成１９年１２月１９日

奈良県斑鳩町議会
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　１２月定例会では「奈良県で働く医師・看護師を具体的に増やすための施策の実施を求める

意見書」ほか２件が委員会提案され、満場一致で、「道路整備のための安定的な財源確保に関

する意見書」１件が議員提案され、賛成多数で、それぞれ可決しました。
政府関係機関等に4件の意見書を送付政府関係機関等に4件の意見書を送付

介護事業等の担い手確保のため、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための
措置に関する基本的な指針」（基本指針）の確実な実施を求める意見書

　介護保険がスタートし、７年が経過した。必要な介護が受けられない、虚偽の指定申請及び人員基準違反など介護

報酬の不正請求などの問題もおこっており、制度見直しの必要性も出ている。特に、介護の人員確保が進まず、深刻

な人員不足によってサービスの質の低下、事業所の縮小・閉鎖という事態が広がっていることに対しては、早急に取

り組まなければならない。

　すでに社会保障審議会福祉部会が、介護・福祉分野での人手不足の問題を集中的に審議し、７月２６日の部会で、

国、地方公共団体、経営者の責務など「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」

を諮問している。案では、「福祉・介護サービス分野は最も人材の確保に真剣に取り組んでいかなければならない分

野の一つであり、福祉・介護サービスの仕事がこうした少子高齢化社会を支える働きがいのある、魅力ある職業とし

て社会的に認知され、今後さらに拡大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高い人材を安定的に確保していくこと

が、今や国民生活に関わる喫緊の課題である。」とし、経営者ら「関係団体、並びに国及び地方公共団体が十分な連

携の下、この指針に基づき、それぞれ必要な措置を講じ、福祉・介護サービス分野において質の高い人材の確保に努

めることが必要である。」としている。そして、「人材確保の方策」のトップには「労働環境の整備の推進等」をもっ

てきて、賃金では国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすること、（経営者には）事業収入の適切な配分、（国には）

適切な水準の介護報酬等の設定を求めている。また、労働時間や職員配置についても指針が出されている。

　「安・長・重」（賃金は安く、長時間労働、重労働）を揶揄（やゆ）される労働環境を改善し、職業としての魅力

を高めなければさらに離職率は高くなり、介護職等を目指す人も少なくなり、国民は必要な介護等も受けられなくな

る。待遇改善は「基本指針」でも明確に示されており、その実現を国、地方自治体、事業主が責任をもち、取り組ま

なければならない。

　国、県におかれては、「基本指針」を実現するための介護報酬の改善はじめ、そのための必要な財政措置など実施

すること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

　平成１９年１２月１９日

奈良県斑鳩町議会

道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書

　道路は、住民の生活や経済・社会活動を支える最も基礎的な施設であり、その整備をより一層推進することが必要

不可欠である。

　斑鳩町は、法隆寺周辺の仏教建造物が世界遺産に登録されており、歴史、文化、自然に配慮した道路整備を推進す

ることとしている。

　しかしながら、本町の道路整備の状況は依然として低く、幹線道路の整備として都市計画道路の整備促進を図って

いるところである。

　また、歩行者や通行車両等安全確保の面でも道路整備が強く望まれている。これらの問題解決のため、今後も長期

的に安定した財源を確保し、計画的に道路整備の促進を図る必要がある。

　そこで、このような状況を改善するため、以下の事項について強く要望する。

　一、受益負担という道路特定財源の趣旨に反することなく、道路整備のための安定的な財源を確保すること。

　一、各地方で行われる道路整備が滞ることなく着実に進むよう、平成２０年度以降も下記を措置すること。

　　イ　道路特定財源諸税の暫定税率を延長すること

　　ロ　地方道路整備臨時交付金制度を継続すること

　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

　平成１９年１２月１９日

奈良県斑鳩町議会

奈良県で働く医師・看護師を具体的に増やすための施策の実施を求める意見書

　奈良県の医師・看護師不足は深刻である。奈良県の看護数は、人口１０万人あたり７６３．２人（全国平均８９７．
７人・全国４１位）と全国平均を大きく下回っています。また、奈良県の医師数は、人口１０万人あたり１９６．７
人（全国平均２０１人）、産科医については人口比で全国４２位という状況である。この医師・看護師の不足は、昨
年起きた妊婦が出産中に転送先の病院で死亡する事態や、救急受け入れ困難で妊婦が死産するという痛ましい事態の
背景にもなっている。また、医師・看護師の不足による病院の閉鎖、病棟の縮小もおこっており、地域医療に深刻な
影響が出ている。こうした危機的な状況を打開することは、県民の切実な要求である。医師・看護師の増員を求める
意見書も県議会はじめ、３５もの市町村議会で採択されており、県民が安心して医療が受けられるように、国への働
きかけはもちろん、県として下記のとおり、医師、看護師を増やすための施策、そのための財政保障を実現していた
だくよう要望するものである。

記
　１．奈良県の看護師不足について、必要な調査を行い、その原因の分析、対策を検討する検討会を早急に設置し、

奈良県の看護師受給計画を見直すこと。
　２．静岡方式の導入など潜在看護師の再就業支援策を抜本的に見直すこと。また、再就業ならびに離職予防のため、

院内保育所の拡充を進めること。
　３．看護師修学資金制度を大学や公立看護学校も対象にするなど拡充すること。県立看護学校の専任教員数を８名

とすること。
　４．奈良医大の医学部定数を１０名（国の方針の５名増に加え、すでに国の要請で削減した５名の復活）増やすこと。
　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
　平成１９年１２月１９日

奈良県斑鳩町議会

医師・看護師等の大幅な増員を求める意見書

　第１６６回通常国会において、「１．医師・看護師など医療従事者の大幅に増員すること。２．看護職員の配置基
準を「夜間は患者１０人に対して１人以上、日勤帯は患者４人に対して１人以上」とするなど、抜本的に改善するこ
と。３．夜勤日数を月８日以内に規制するなど『看護職員確保法』等を改正すること。」の請願が採択された。
　いま医療現場の実態はかつてなく過酷になっており、医師や看護師等の不足が深刻化している。看護師は仕事に追
い回されて疲れ果て、「充分な看護が提供できている」と考えているのは看護師の１割にも届かず、４分の３が「辞
めたい」と思っているほどである。医師の勤務実態も深刻で、日本医労連のアンケート調査では、８割以上の勤務医
が月３回は３２時間連続勤務を行い、３割を超える医師が「過労死ラインの月８０時間以上」の時間外労働を強いら
れ、女性医師の６割以上が妊娠時の異常を経験し、５割以上の医師が職場を辞めたいと考えていることも明らかになっ
た。
　奈良県でも、医師・看護師の確保が困難なため、産科、小児科はじめ、診療科の縮小や病棟を閉鎖する病院が後を
絶たない。また「医師、看護師の確保がむずかしい」ことを理由に病院自体を閉院してしまうケースも生まれている。
県内の地域医療が崩壊してしまうことさえ危惧される。
　こうした危機的な状況を打開することは国民の切実で緊急な願いとなっている。
　よって政府におかれては、医療現場での大幅増員を保障する医師・看護職員等の確保対策を抜本的に強化されるよ
う要望する。

記
　１．国会で採択された請願内容に基づき、看護師等を大幅に増員するため、月８日以内に夜勤を規制するなど「看

護職員確保法」を改善すること
　２．医師の養成を大幅に増やし、勤務条件の改善をはかるため、医師確保に向けた法律を制定すること
　３．社会保障費の削減をやめ医師・看護師等の大幅増員に必要な財政措置を講ずること
　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
　平成１９年１２月１９日

奈良県斑鳩町議会
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今
、
医
療
を
取
巻
く 

地
域
の
格
差
を
は
じ
め 

医
師
・
看
護
師
の
不
足 

が
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。 

そ
の
背
景
に
は
、
医
師 

派
遣
機
能
の
低
下
や
勤 

務
医
の
過
酷
な
労
働
実 

態
、
さ
ら
に
は
女
性
医 

師
に
対
す
る
仕
事
と
子 

育
て
と
の
両
立
支
援
な 

ど
、
複
合
的
な
要
因
が
絡
み
あ
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ

ば
、
地
域
医
療
の
崩
壊
や
医
療
の

質
の
低
下
を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
医
師
不
足
に
つ
い
て
は
、

医
師
が
た
く
さ
ん
集
ま
る
拠
点
病

院
か
ら
地
方
の
医
師
不
足
地
域
に

一
定
期
間
、
国
の
責
任
の
も
と
で

医
師
を
派
遣
す
る
新
た
な
シ
ス
テ

ム
が
必
要
と
考
え
ま
す
。 

◆
一
方
、
「
過
酷
な
勤
務
」
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
産
科
・
小
児
科
医

の
勤
務
医
に
つ
い
て
は
、
診
療
報

酬
や
医
療
事
務
補
助
員
の
配
置
な

ど
の
待
遇
改
善
が
必
要
で
す
。
ま

た
女
性
医
師
が
働
き
や
す
い
環
境

整
備
と
し
て
、
院
内
の
保
育
所
の

設
置
や
退
職
後
の
再
就
職
支
援
の

た
め
の
女
性
医
師
バ
ン
ク
の
充
実

の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

◆
十
二
月
議
会
で
は
、
医
療
現
場

の
実
態
を
通
し
て ｢

医
師
・
看
護

師
等
の
大
幅
な
増
員
を
求
め
る
意

見
書
」
が
提
出
さ
れ
、
満
場
一
致

で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
安

心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
制
度

改
革
に
な
る
よ
う
要
望
を
し
て
ま

い
り
ま
す
。 

◆
平
成
十
九
年
は
、
記
念
す
べ
き

町
制
六
十
周
年
の
節
目
を
迎
え
、

さ
ら
に
将
来
の
町
行
政
を
展
望
し
、

住
民
の
声
を
政
策
に
反
映
す
る
よ

う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

◆
い
つ
も
、
議
会
だ
よ
り
に
目
を

通
し
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
後
も
住
民
の
皆
様

に
お
応
え
で
き
る
議
会
だ
よ
り
と

な
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

（
飯
�
委
員
長
記
） 

 

町の花・さざんか


